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日見

第
一
款

責
任
能
力
者
た
る
未
成
作
者
に
よ
る
加
古
わ
為
に
関
す
る
裁
判
例

第
項
ハ
成
以
上
の
責
任
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例

第
一
何
故
意
の
犯
叫
に
関
す
る
裁
判
例

第一

H

L
成
年
計
同
十
の
け
ん
か
に
よ
る
事
故
に
閲
す
る
裁
判
例

第
二
項
ハ
歳
未
満
の
責
任
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例

第
一
一
円
故

E
の
犯
以
に
関
す
る
裁
判
例

第
三
項
ま
と
め

第
一
秋

責
任
知
能
力
者
た
る
土
成
年
者
に
よ
る
川
害
行
為
に
閲
す
る
裁
判
例

第

項

七

成

以

の

4
H
灯
無
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例

第
一
何
故
意
の
犯
以
に
関
す
る
裁
判
例

第
一
同
遊
戯
・
ス
ポ

1
y事
故
に
閣
す
る
裁
判
例

措
則
一

H

い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

第
四
同
よ
成
作
官
同
十
の
け
ん
か
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

第
五

H

い
じ
め
に
関
す
る
裁
判
例

第
ハ
H
H

交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

第
二
項
七
殺
未
満
の
責
任
無
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例

第
三
項
ま
と
め

第
三
節
わ
が
阿
の
裁
判
例
と
学
説
と
の
糊
師

第
一
章
ド
イ
ツ
民
法
八
一
一
一
条
一
項
に
関
す
る
学
説
・
裁
判
例

第
節
ド
イ
ツ
民
法
八
一
今
二
条
一
取
の
構
法
寸
法
山
ケ
ヂ
説
を
中
心
に

約

一

款

ド

イ

y
民
法
八
一
三
条
項
の
有
法
山
ん

第
一
秋
ド
イ
ソ
民
法
八
一
三
条
項
の
概
観
と
七
一
凶
条
と
の
相
違

第
一
節
裁
判
例
の
紹
介
と
分
析
監
骨
義
務
違
反
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
監
督
兵
務
の
構
造
の
視
点
か
ら

4 

H附

(
以
丘
T
R
巻
六
号
)
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配I'l-者責任の再構成 (9) 

第
一
款

責
任
能
力
あ
る
又
は
責
任
能
力
の
有
怖
が
不
明
な
一
ハ
歳
以
上
の
未
成
年
者
に
関
す
る
裁
判
例

(
H
U
1
立
大
巻
引
号
)

約
一
款

責
任
能
力
あ
る
又
は
責
任
能
力
の
有
『
が
不
明
な
二
歳
以
上
一
ハ
殺
未
満
の
未
成
年
者
に
関
す
る
裁
判
例

第
一
款

責
特
能
力
あ
る
又
は
責
仔
能
力
の
有
怖
が
不
明
な
じ
歳
以
ト
一
一
歳
土
木
満
の
末
成
利
者
に
関
す
る
裁
判
例

第

項

故

E
の
犯
罪
に
悶
す
る
及
判
例

第
二
項
遊
戯
・
ス
ポ
ツ
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

第
三
項
い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

約
四
款
七
歳
土
不
満
の
未
成
A
1
者
投
び
そ
の
他
の
責
任
知
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例

第
項
故
巳
の
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
例

第
二
項
逝
戯
ス
ポ
ー
ツ
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

第
三
項
い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
刊
例

第
川
項
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

抗
告
げ
品
ま
と
め

第
一
石
川
山

B
G
E
八
二
=
条
に
お
け
る
一
庶
告
と
教
育
の
分
離
」

約
一
款
わ
が
凶
に
お
け
る
監
惇
義
務
と
教
育
義
務

お
一
款
ド
イ
ツ
に
お
け
る
監
仔
兵
務
と
教
育
衣
務

第

項

B
G
日
八
一
一
二
条
に
お
け
る
「
肢
督
」
と
「
救
有
」

第
二
項

B
G
日
八
一
二
条
ー
の
監
骨
義
務
と

ι
G
R
I
ハ
三
条
町
監
護
教
育
義
務

治
一
款
「
監
管
と
教
育
の
分
析
」
の
主
体

第
三
章
ド
イ
ツ
民
法
八
一
一
一
条
一
項
と
社
会
ぺ
活
卜
的
義
務

第

節

社

会

q
活
卜
の
義
務
と
し
て
の
庶
哲
義
務

約
一
款
社
会
生
活
ー
の
ゑ
務
の
帰
京
要
件
へ
の
位
同
付
け

第
一
秋
社
会
生
活
の
衣
務
と
一
有
責
性
関
連
の
同
縮
」

約
一
一
款
「
抽
象
的
危
険
」
に
つ
い
て
の
責
任
と
有
貫
性
原
珂
の
調
和

(以

1
4
六
巻
六
号
)

(
以
!
丘
七
巻
一
号
)

戸
以
立
ヒ
巻
一
号
)
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日見

第
四
款
社
会
生
活
!
の
衣
務
か
ら
兄
た
監
仔
衣
務

第
問
中
日
本
法
へ
の
示
唆

(
以
上
本
号
)

4 

H附

第
一
千
早

ド
イ
ツ
民
法
八
一
一
一
条
一
項
に
関
す
る
学
説
・
裁
判
例

第
一
一
節

B
G
B
八
一
一
二
条
に
お
け
る
「
昨
督
と
教
育
の
分
離
」

第
一
節
の
検
討
か
ら
は
、

B
G
E
八
一
一
今
一
一
条
に
悶
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
も
具
体
的
な
加
合
行
為
の
4
J
見
可
能
性
を
削
提
と
し
な
い
、

般
的
監
督
義
務
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
つ
し
か
し
、
裁
判
例
は
、

R
G
の
一
九

一
年
二
月
六

H
判
決
(
泌

き
ら
に
お
も
参
照
)

に
よ
り
伴
!
止
き
れ
た
「
監
督
と
教
育
の
分
離
」
原
則
に
従
う
た
め
か
、
原
則
と
し
て
具
体
的
肢
辞
義
務
造
反
を
問
、
っ
と

い
う
態
度
を
示
し
、
ま
た

一
般
的
監
督
義
務
を
認
め
る
裁
判
例
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
現
在
で
は
、
多
く
は
当
該
加
常
行
為
と
悶
連

付
け
ら
れ
た
「
し
つ
け
」

や
「
教
古
」
を
行
う
義
務
を
問
題
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
中
I
該
加
中
日
行
為
に
関
連
利
け
ら
れ
な
い
一
般
的
な

「
1
)
J
ふ
j

J
j
h
v
」

や
「
教
古
」
を
行
う
義
務
を
認
め
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

」
の
よ
う
な
義
務
を
認
め
る
も
の
と
し
て
釧

組
)
っ

と
こ
ろ
で
、
前
節
の
末
尾
で
見
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
現
在
に
お
い
て
、
当
該
加
害
行
為
と
関
連
付
け
ら
れ
な
い

「
し
つ
け
」
や
「
教

A
H
一
を
行
う
義
務
は
親
の
不
法
行
為
法
上
の
義
務
で
は
な
い
と
の
意
味
で
一
般
に
解
さ
れ
る
「
監
督
と
数
台
の
分
離
一
原
則
は
、

B
G
B
八

一
今
一
一
条
の
基
慌
に
あ
る
と
さ
れ
る
右
責
性
原
理
と
い
か
な
る
関
係
に
J
つ
の
で
あ
ろ
う
か
〈
仮
に
こ
の
原
則
が
有
責
件
原
理
か
ら
必
然
的
に

浮
か
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
の
散
に

一
般
的
昨
督
表
務
違
反
に
慕
づ
く
責
併
を
広
く
、
す
な
わ
ち
、
当
該
加
存
行
為
と
関
連
付
け
ら
れ
た
「
し

ItiJと57(4・I日))1682 



つ
け
」
や
「
教
育
」
を
行
、
っ
義
務
の
違
反
に
基
づ
く
責
粁
を
も

B
G
E
八
二

条
の
昨
督
者
責
粁
か
ら
排
除
す
べ
き
と
す
る
こ
と
ま
で
本
来

合
志
す
る
も
の
だ
と
す
る
と
、

(
当
該
加
害
行
為
に
関
連
付
け
ら
れ
な
い

や
「
救
出
同
」
を
行
、
つ
義
務
は
も
ち
ろ
ん
)
わ
が
国
の

「
し
つ
け
」

及
川
例
に
も
兄
ら
れ
る
む
の
意
味
で
の
一
般
的
耽
音
義
務
造
反
に
某
づ
く
責
任
を
過
失
責
任
、
土
義
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
と
な

ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、

B
G
B
八
一
二
一
条
頃
に
関
す
る
苧
説
・
裁
判
例
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
も
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
c

従
っ
て
、
「
昨
督
と
教
育
の
分
離
」
原
則
と
有
責
性
原
理
と
の
閃
係
を
検
討
す
る
必
要
性
が
生
じ
よ
う
c

そ
こ
で
、
こ
の
第
二
節
で
は
、
「
監
貨
と
教
育
の
分
離
」
原
則
と
有
責
性
原
即
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
、
併
せ
て
不
法
行
為
法
上
の
昨

問」

紅
門
義
務
と
家
族
法
上
の
監
設
教
育
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
き
た
い
内

(
部
)
本
節
で
は
、
特
に
視
の
責
任
を
基
健
づ
け
る
お
川
で
の
教
育
義
務
と
除
督
義
務
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
、

悦
凸
か
ら
の
教
育
兵
務
の
検
芯
は
第
三
草
第
三
節
第
二
款
に
お
い
て
改
め
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

親
の
責
任
を
限
界
付
け
る

配I'l-者責任の再構成 (9) 

第
一
款

わ
が
川
に
お
け
る
監
情
義
務
と
教
育
義
務

ト
イ

y
に
お
け
る
耽
管
義
務
と
教
育
義
務
の
関
係
に
関
す
る
考
察
を
行
う
前
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
こ
の
点
に
閃
す
る
わ
が
国
の
状
況
を
確
訟
し
て
お
き
た
い

F

わ
が
同
で
は

一
般
的
な
「
し
つ
け
」
や
「
教
育
」

の
僻
怠
を
不
法
行
為
法
卜
の
昨
督
義
務
の
僻
怠
と
み
な
す
意
識
が
比
較
的
強
い
た
め

北法57(4 -151) 1683 



日見

一
川
型

か
、
防
叔
円
高
責
任
に
お
け
る
肱
相
口
と
教
育
の
閃
係
に
改
め
て
詳
細
に
検
討
を
加
、
λ
る
学
説
は
見
ら
れ
な
い
r

僅
か
に
七
一
四
条
の
肱
叔
円
表

務
と
八
二
口
一
条
の
監
護
教
育
義
務
の
関
係
に
触
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
-
山
者
の
義
務
の
関
係
に
触
れ
る
学
説

4 

H附

は
大
別
し
て
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
つ
は
、
七
一
四
条
の
昨
督
義
務
と
八
一
ひ
条
の
防
護
教
育
義
務
は
貝
な
る
も
の
で
は
な
く
、
一
事
案
の
具
体
的
態
様
に
応
じ
て
要
求
さ
れ

戸
市
川
以
一

る
注
意
の
程
度
内
容
が
宍
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
す
る
見
解
で
あ
る
c

こ
の
見
解
は
、
八
一
心
条
の
常
識
教
育
義
務
は

「
社
会
に
対
す
る

義
務
で
あ
る
と
同
時
に
、
子
白
身
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
・
・
、
親
権
者
は
、
未
成
年
者
を
し
て
社
会
に
適
応
す
る

よ
う
に
育
成
す
べ
き
義
務
を
負
つ
一
て
い
る
と
言
え
る
内

て
、
こ
れ
に
は
未
成
年
者
が
他
人
に
小
法
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
川

E
す
る
義

務
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
は
、
じ
一
四
条
の
慌
叔
口
義
務
と
八
一

O
条
の
耽
議

一四
-

f

問

教
育
義
務
は
「
程
度
の
内
零
」
ヤ
「
程
度
内
科
」
が
異
な
る
と
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
相
違
に
つ
い
て
諸
制
に
注
べ
で
は
い
な
い
の

も
う
一
つ
は
、
七
一
四
条
の
監
督
義
務
と
八
二
ひ
条
の
監
督
義
務
は
貝
な
る
義
務
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
コ
こ
の
見
解
は
、
戎
い
は

る「
とー親
し型l権
、者

成 lご
し、、

は R
、法

ォi ノk
が
子。
の条
加の
当
h ~'i: 
為的
を監
防訣
止教
す育
五 ヨ主

tc務
めヌ昼

ド反
めを
よ科

ZE 
t ~ 
=砂'(1-:.

若宮
古川

豆 J4
: {1' zz 
ロ p 、
うよ わ
ずぺf
ふる
スの
£J宅
明、

エや
ぷ JF
品書
樗吉
、- ~t 
t哩
てよ
はこア

一
O
条
の
一
般
的
監
設
教
育
義
務
が
直
接
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
被
t
v
H

者
に
対
す
る
関
係

山
)

で
、
加
害
者
の
組
の
慌
識
教
育
義
務
違
反
が
第
二
者
の
安
全
停
保
義
務
違
反
H
七
ひ
九
条
の
過
失
と
評
価
で
き
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
」

「
自
分
の
了
に
対
す
る
関
係
で

ノl、

得
と
す
る
。
こ
の
見
解
の
恨
拠
を
整
理
し
て
み
る
と
、
心
七
一
四
条
の
監
督
義
務
は
第
二
者
の
保
識
を
口
的
と
し
、
八
二

C
条
は
被
杭
営
者

(ね」

た
る
了
の
保
護
を
月
的
と
し
て
お
り
、
保
護
の
対
象
が
川
八
な
る
と
す
る
点
、
こ
の
第
一
点
と
関
連
す
る
点
と
し
て
、
②
法
的
効
米
(
問
問
中
川

「お
J

一

-
恥
償
と
続
格
剥
傘
)
及
び
達
反
の
判
断
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
羽
(
損
害
の
衡
平
な
分
担
と
子
の
利
訴
幸
福
)
が
異
な
る
白
、
及
び
、

問」

③
-
山
苫
の
義
務
を
同
視
す
る
こ
と
は
、
子
の
人
格
の
独
げ
や
親
昨
恨
の
近
減
件
の
観
点
か
ら
、
川
相
梓
の
性
質
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
に
あ
る
と
一
百

ItiJと57(4・152)1684



、
え
よ
、
つ
r

他
方
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
両
者
の
義
務
を
同
視
す
る
も
の
と
異
な
る
も
の
と
す
る
も
の
の
双
点
が
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
け
見
解
の
対
立
の
原
阿
は
、

一
見
す
る
と
常
設
教
育
義
務
の
険
質

(
l
昨
護
教
古
義
務
が
誰
に
対
す
る
草
花
務
で
あ
る
の
か
)

に
関
す
る
理
解
の
相
違
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
向
者
の
義
務
を
け
慣
す
る
見
解
は
、
監
説
教
育
義
務
が
了
及
び
社
会

に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
監
護
教
育
義
務
に
は
他
人
に
不
法
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
注
志
す
る
義
務
が
合
ま
れ
る
と
し
て
い
る
の

刈
一

し
か
し
、
既
に
前
田
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
監
護
教
育
義
務
の
件
質
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
と
し
て
も
、
監
護
教
育
義
務
の

円
的
を
千
の
保
護
に
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
夫
際
、
両
者
の
義
務
を
同
視
す
る
見
解
が
、
防
護
教
育
義
務
を
社
会
に
対
す
る
義
務
と

見
る
に
際
し
て
依
拠
し
て
い
る
我
妻
悼
上
の
見
解
は
、
親
権
の
中
身
た
る
監
護
教
育
等
の
職
分
の
「
内
科
は
、
了
の
制
祉
を
図
る
こ
と
で
あ
ワ

戸町一

て
、
親
の
利
益
を
は
か
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
逝
当
な
打
使
は
子
及
び
社
会
に
対
す
る
義
務
、
だ
と
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
の
こ
こ

で
は
親
権
、

ひ
い
て
は
監
説
教
育
義
務
を
尽
す
こ
と
が
社
会
に
刈
す
る
表
務
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
を
な
す
も
の
は
あ
く
ま
で
「
子

の
福
相
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
従
う
て
、
両
者
の
義
務
を
同
視
す
べ
き
か
百
か
と
い
う
見
解
の
対
す
の
原
因
は
、
耽
設
教
育
義
務
の
性
質

配I'l-者責任の再構成 (9) 

を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
と
い
う
点
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
の
保
護

H
的
を
何
に
求
め
る
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
、
へ
き
で

あ
ろ
う
「
す
な
わ
ち
、
じ
一
凶
条
の
監
背
義
務
と
八
二
心
条
の
監
護
教
育
義
務
を
川
視
す
る
見
解
は
、
監
護
教
育
義
務
の
保
護
団
的
を
(
エ
J

ど
も
の
保
護
に
加
え
て
)
「
社
会
」

つ
ま
り
第
二
者
に
ま
で
!
仏
げ
る
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
コ

(
叫
)
こ
れ
に
対
し
て
、
八
一
口
条
の
監
護
教
育
義
務
に
お
け
る
監
仔
と
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
は
議
論
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
了
に

よ
っ
て
加
害
さ
れ
た
第
三
省
と
の
関
係
を
念
頭
に
聞
い
た
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
問
題
か
ら
外
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
立
ち
入

北法57(4 -15:;) 1G85 



日見
4 

H附

ら
な
い
こ
と
と
す
る
つ
於
保
不
二
雄
H

中
川
淳
(
編
)

剛
執
筆
)
参
出
。

(
鴎
)
山
川
・
前
柑
「
未
成
年
者
二
註
ロ
)
八
阿
向
日
、
同
・
前
掲
「
責
仔
紫
能
力
者
一
六
十
正
川
町
ご
っ
五
一貝
、
同
・
前
掲
「
親
権
羊
引
の
頁
仔
一
(
註
郎
」

ー
ハ
九
円
及
び

M

削
掲
「
責
任
能
h
M
」
(
註
川
)
九
九
頁
以
下
c

(
鴎
)
山
川
・
前
掲
「
未
成
年
長
一
(
註
ロ
)
八
阿
民
。

(
町
)
前
田
・
前
掲
一
品
川
立
版
」
(
註
川
町
二
七
一
頁
は
、
昭
和
問
九
年
判
決
の
法
律
構
成
に
対

ν

て
は
七
心
九
条
吉
行
に
お
け
る
監
仔
義
務
と
そ
の

法
典
上
の
旧
制
拠
で
あ
る
八
一
心
条
の
骸
説
教
育
義
務
の
保
講
の
対
象
が
異
な
る
と
の
批
判
が
あ
り
得
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、

ヒ
一
同
条
の
一

『義
務
』
も
八
一
心
条
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
末
成
年
者
が
責
任
能
力
を
有
す
る
場
合
に
も
、
八

O
条
に
お
い
て
よ

成
年
者
で
あ
る
こ
と
の
ゆ
え
に
そ
の

『義
務
し
の
山
内
存
は
同
一
で
あ
る
(
し
か
も
、
不
法
行
為
法
す
な
わ
ち
民
法
七
凶
条
項
い
書

μ
身
は
、

監
督
誕
td
を
創
設
す
る
も
の
で
は
な
い
)
一
と
つ
え
る
と
し
て
い
る
。
前
同
教
授
も
両
計
の
義
t扮
を
同
視
す
る
の
で
あ
ろ
、
っ
か
c

(
邸
)
山
川
・
前
掲
「
責
任
無
能
力
者
」
(
一
註
川
町
)
一
口
利
頁
。

(
悶
)
山
川
・
前
掲
「
親
権
者
的
買
仔
一
(
一
註
明
」
六
九
頁
。

(
問
)
川
井
H
飯
塚
削
掲
判
批

(
u
t
m
凶
)
五

O
頁
=

(
組
)
森
島
目
前
掲
古
(
説
日
二
五
頁
。

(
問
)
前
ヨ
仙
の
森
島
教
授
の
見
解
は
こ
こ
に
含
ま
れ
る
と
見
ら
れ
る
ご

Fm叫
)
家
取
引
ヰ
「
責
任
能
力
あ
る
未
成
年
者
の
不
法
行
為
と
親
の
責
任
」

『専
修
法
研
論
集
L

凶
号
戸
平
成
冗

1)

ハ
有
白
川
以
下
。

(
問
)
{
ゑ
水
・
前
掲
論
に
え
(十世
間
)
一
六
六
頁
c

但
し
、
家
、
水
教
授
は
、
両
者
の
義
務
が
異
な
る
と
す
る
げ
場
に
ー
υ一
つ
も
の
の
、
他
方
で
、
八
一
心

条
に
達
比
す
る
よ
う
な
親
に
は
七
口
九
条
連
日
比
も
推
定
さ
れ
る
と
の
与
え
方
が

j

円
扶
で
あ
る
ト
と
す
る

(
防
)
同
制
限
す
る
と
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
裁
判
例
川
、
川
皿
ハ
な
る
と
す
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
裁
判
例
侃
{

(
蹴
)
前
田
・
前
掲
「
品
川
市
立
版
」
(
註
川
町
)
一
七
一
頁
=

(
却
)
我
妻
栄

『視
族
法
』
(
有
斐
閣
昭
和
ヱ
ハ
苛
)
一
一
一
六
頁
、

(
間
)
で
の
他
に
、

u
h
議
救
育
+
北
務
の
性
質
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
公
的
義
務
一
引
を
と
り
な
が
ら
、
税
権
乃
ム
l

昨
山
道
教
育
義
務
の
内
容
を
一
了
の
保
護
」

に
求
め
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
穂
積
重
注

『親
族
法
'
(
岩
波
書
宿
阿
川
和
八

1)
五
立
一
民
以
下
。

『新
版
注
釈
民
法

(
明
山
和
夫
H

同
府

(
お
)
』
(
有
支
悶
・
平
成
ハ
年
)
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第

款

ド
イ

y
に
お
け
る
監
皆
義
務
と
教
育
義
務

第

耳l

B
G
B
八
一
一
一
条
に
お
け
る
「
監
督
」
と

「
教
育
」

既
に
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
は
一
般
に
、
組
は

B
G
B
八
一
三
条
に
よ
り
「
昨
督

の
仰
聞
な
に
つ
い
て
は

責
任
を
負
う
が
、
「
教
育
」

の
僻
怠
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
c

し
か
し
、
他
方
で
、
こ
れ
も
既
に

見
た
よ
う
に
、
ド
イ
ア
の
政
刊
例
は
、
当
該
加
市
七
日
行
為
に
関
連
付
け
ら
れ
た
救
育
の
慨
怠
に
よ
り
親
が
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
認

め
て
お
り
、
「
軟
骨
と
教
育
の
分
離
」
原
則
は
そ
の
隈
り
で
厳
格
に
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
っ
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い

て
「
監
督
と
教
育
の
分
離
一
原
則
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
こ
に
言
う
「
耽
督
と
教
育
の
分
離
一
が
と
の
よ
う
な
立
味
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
の
か
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
υ

こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
の
原
則
を
承
認
す
る
ド
イ
ツ
の
学
説
は
一
般
に
、
そ
れ
と
同
時
に
、
中
該
加
害
行
為
と
関
連
引
け
ら
れ
た
教
育
の

僻
な
を
理
由
に

B
G
B
八
一
一
条
に
よ
る
親
の
責
任
を
肯
定
す
る
と
見
ら
れ
る
及
判
例
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
右
の
裁

配I'l-者責任の再構成 (9) 

判
例
を
承
一
認
す
る
に
止
ま
り
、
「
V
M
叔
門
と
教
育
の
分
離
一
原
則
の
意
義
に
つ
い
て
と
く
に
意
識
的
に
検
討
を
加
え
て
は
い
な
い
c

従
っ
て
、

こ
れ
ら
の
学
説
は
「
耽
管
と
教
育
の
分
離
」
原
則
に
つ
き
、
裁
判
例
と
同
体
、
当
該
加
害
行
為
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
い

「
し
つ
け
」

「
教
育
」

の
僻
怠
に
つ
い
て
親
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
一
円
う
限
り
で
こ
の
原
則
を
認
め
る
も
の
と
兄
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
以
上
に
い
か
な

る
理
解
を
し
て
い
る
か
は
定
か
で
な
い
内

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
有
責
性
原
理
と
の
閥
係
に
直
接
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
監
松
門
と
教
育
の
分
離
一
原
則
の
意
義
に
つ

い
て
意
識
的
に
枚
討
を
加
え
る
学
説
も
、
僅
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
〈
例
え
ば
、

リ
l
デ
ル

(
豆
の
〔
一
三

は、

B
G
B
八
二
一
一
条
に
よ
る
山
親

の
慌
告
は
、
加
害
的
作
用
を
ム
引
L
m
H
る
現
存
の
個
別
の
古
EI

思
的
行
為
及
び
活
助
的
行
為
(
及
び
牛
活
態
度
全
休
が
そ
の
よ
う
な
行
為
か
ら
な ベコ

北法57(4 -15;)) 1G87 



日見

へ
の
介
入
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
適
時
の
配
慮
に
よ
り
将
米
の
加
害
行
為
が

{刷一

例
避
さ
れ
る
と
き
に
は
そ
れ
は
教
育
の
成
岡
本
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
配
曜
の
慨
怠
は
顧
慮
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
つ
こ
こ
で
リ
l
デ

る
場
ん
け
に
は
そ
の
生
活
態
度
)

4 

H附

ル
は
、
千
の
現
在
の
「
意
思
的
行
為
及
び
日
動
的
ノ
行
為
」
に
対
す
る
介
入
を
「
耽
督
」
と

L
、
そ
れ
以
外
の
組
に
よ
る
配
慮
を
「
教
育
」
と

し
て
、
両
者
を
明
確
に
分
離
す
る
立
場
を
と
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
監
督
と
教
育
の
分
離
一
原
則
を
厳
格
に
貫
徹
し
よ
う
ー
と
し
て
い

る
の

他

h
、
「
幣
相
口
と
救
育
の
分
離
」
原
則
の
意
義
に
つ
い
て

E
識
的
に
検
討
を
加
え
た
L
L

で
、
こ
の
原
則
を
放
乗
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
見

ら
れ
る
。

(〉

-zp)

リ
l
デ
ル
の
見
解
に
従
い
、
院
督
と
は
「
被
保
一
持
者
の
声
援
的

は
、
ま
ず
、
純
粋
な
丙
義
に
よ
れ
ば
、

ア
ル
ピ
ル
ト

防
相
侃
に
役

ιち
、
第
三
者
の
具
体
的
危
始
化
た
る
、
被
保
謀
者
の
現
存
の
全
意
以
的
行
為
及
び
机
動
的
行
為
を
損
害
防
止
の
方
向
に
制
御
す

る
こ
と
に
汲
み
尽
く
さ
れ
る
活
動
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
概
念
理
解
に
対
し
て
は
重
大
な
疑
念
が
存
在

一
川
)

す
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
1
一
ア
ル
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
監
骨
遂
行
の
事
実
よ
の
叫
能
性
」
を
責
任
安
件
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
例
え
ば
そ
の
場
に
属
合
わ
せ
な
い
こ
と
か
ら
下
を
監
背
し
符
な
い
場
合
に
は
親
に
責
任
が
負
わ
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
か
、
さ
も
な
く

ば
、
絶
え
闘
の
な
い
直
接
的
慌
背
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
了
ど
も
の
健
全
な
人
格
の
発
注
が
市
号
さ
れ
る
じ
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
監
督

{刊」

概
念
の
し
た
義
は
適
切
な
基
準
を
提
供
し
得
る
も
の
で
は
な
い
、
と
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
ア
ル
ピ
ル
ト
は
、
監
管
は

「
第
一
今
者
の
損
害
の
防

止
に
役
立
つ
も
の
と
定
め
ら
れ
、
教
育
の
領
域
に
割
当
て
ら
れ
仔
な
い
、
全
て
の
期
待
可
能
な
拾
慣
を
遂
行
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
」
と

戸

市

川

一

誠

一

の
「
通
説
」
の
定
義
に
賛
同
し
な
が
ら
も
、

B
G
B
八
一
一
一
条
が
命
じ
る
監
軒
措
慣
は
全
て
川
時
に
教
訂
病
問
で
も
あ
り
、
「
耽
督
L
l
y
」
「
教

A
H
一
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
何
が

B
G
B
八
一
一
一
条
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
措
問
で
あ
る
か
の
問
題
に
と
ワ
て
は
、
そ
の
措
慌
が
第
一
一

者
の
日
制
点
1
1

を
防
止
す
る
の
に
適
し
て
い
る
か
、
そ
の
措
置
が
抗
日
営
義
務
者
に
と
っ
て
期
待
則
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
主
要
で
あ
る

刊

と
す
る
υ

こ
こ
で
は
、
「
防
相
円
と
教
育
の
分
餅
」
原
則
は
欣
棄
さ
れ
、

B
G
B
八
一
一
条
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
慌
督
桂
川
間
は
、
そ
の
桁
青
の

ItiJと57(4・156)1同月



保
占
認
の
対
象
と
期
待
川
能
性
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
r

さ
ら
に
、
以
卜
の
一
つ
の
凡
解
の
折
衷
的
な
見
解
と
し
て
、
「
監
督
と
教
育
の
一
分
離
」
原
則
を
維
持
し
な
が
ら
も
、

リ
l
f
ル
の
よ
、
つ
に

ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・

7
y
ク
ス
は
、
同
例
が
「
昨
督
と
教
育
の

分
離
一
を
一
認
め
な
が
ら
了
の
教
育
を
親
に
要
求
す
る
こ
と
は
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
守
と
し
て
判
例
を
批
判
し
、
「
軟
骨
一
及
び

阿
者
の
境
界
を
機
械
的
に
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。

「
教
育

の
語
表
、
「
教
育
義
務
」
を
定
め
る

B
G
E
一
ム
ハ
一
一
条
と

B
G
R
八
一
今
一
条
の
体
系
的
位
置
、
義
務
内
科
を
確
定
す
る
際
の
基
準
の
相
違
(
客

飢
的
基
準
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
親
の
政
量
が
認
め
ら
れ
る
か
)
、
法
的
性
格
の
度
合
の
相
追
等
か
ら
、
「
常
持
回
」
と
「
教
育
」

"
 

の
区
別
は
可
能
で
あ
る
と
し
、
「
監
督
と
教
育
の
分
離
」
原
則
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
監
督
」
と
「
教
育
」
の
区
別
の
恭
m

に
つ
い
て
、
「
教
育
措
崖
は
未
成
年
者
の
意
思
に
彫
響
し
、
む
し
ろ
穏
や
か
な
性
質
を
有
し
て
い
る
c
F
M
叔
門
措
崖
は
む
し
ろ
抑
圧
的
、
具
体

f

白
川

一

さ
し
迫
っ
て
い
る
本
成
作
者
の
不
法
釘
為
と
時
間
的
に
省
按
な
関
連
を
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
大
ま
か
に
、
昨
視
、
加
宰
H

的
で
あ
り
、

行
為
の
防
止

(
例
え
ば
道
路
に
飛
び
山
そ
う
と
す
る
子
ど
も
の
千
を
つ
か
む
等
)
、
会
叶
を
「
監
督
」
に
、
戒
止
H

rM
-

m

-

a
教
育
』
に
分
類
す
る
。
し
か
し
、
他

h
で
、
教
一
不
に
つ
い
て
は
側
々
の
措
置
の
魁
旨
と
円
的
を
個
別
に
検
討
す
べ
き

(
R
E
m
E
E色
、
教
示

配I'l-者責任の再構成 (9) 

(
白
色
吾
コ
E
同
)
を

芯
)

で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
個
別
の
事
業
の
且
八
体
的
状
況
に
関
連
し
た
措
置
で
あ
る
限
り
「
教
育
一
的
措
置
(
例
、
え
ば
ス
ク
ー
タ
ー
に
よ
る
交

通
事
故
の
市
中
世
に
お
け
る
、
ス
ク
ー
タ
ー
で
の
走
行
に
よ
る
危
険
に
関
す
る
、
引
い
志
の
喚
起
)
も

B
G
B
八
三

、2
J

F

町、

こ
と
を
認
め
て
い
る
。

一
条
の
「
耽
管
」
拾
聞
で
あ
る

こ
の
よ
、
つ
に

ド
イ
ツ
の
、
ま
況
で
は

般
に
「
昨
督
ー
と
教
育
の
分
離
」
原
則
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
中
身
は
明
ら
か
で
は

方
で
、
「
監
管
一
と

「
教
育

の
M
門
別
が
不
叫
能
で
あ
る
と
し
て
こ
の
原
則
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
、
他
ι刀
で
、

な
く
、

」
の
原
則
を
維
持
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
「
監
は
同
」
と

「
教
育
」

の
区
別
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
が
見

ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
尻
状
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
と
ム
制
責
件
原
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
学
説
に
お
い
て
も

E
識
的
に

北法57(4 -157) 1689 
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第

r}1 

R
G
B
八
一
二
条
の
防
官
義
務
と

B
G
E

ハ
二
一
条
の

rw譲
教
育
義
務

と
こ
ろ
で
、

わ
が
同
の
学
説
に
お
い
て
は
、
じ
同
条
の
肱
管
義
務
と
八

一O
条
の
肱
護
教
育
義
務
が
同
の
義
務
で
あ
る
の
か
台
か
に

つ
い
て
争
い
が
あ
り
、
肯
定
説
と
台
定
説
の
対
立
の
原
阿
が
両
者
の
義
務
の
保
護
対
象
を
何
に
求
め
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
見
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
第
一
款
に
お
い
て
、
直
べ
た
通
り
で
あ
る
。
仮
に
不
法
行
為
法
上
の
監
督
義
務
と
家
放
法
上
の
監
護
教
育
義
務
が
全
く

同
一
の
義
務
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
佼
苫
の
義
務
、
と
く
に
教
育
義
務
に
関
す
る
解
釈
論
は
、
前
者
の
義
務
、
と
く
に
「
監
督
と
教
古
の
分
離
」

原
則
に
関
す
る
解
釈
論
に
も
直
結
し
得
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、

ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
に
お
い
て
「
幣
管
」
と
「
教
育
」
が
如
何
な
る

関
係
に
立
つ
の
か
と
い
う
問
題
を
倹
討
す
る
際
の
前
促
問
題
と
し
て
、
不
法
行
為
法
上
の
監
督
義
務
と
家
族
法
上
の
教
育
義
務
、
さ
ら
に
そ

剥
~

れ
を
合
む
全
体
と
し
て
の
身
卜
監
護
義
務

(
B
G
B
一
ハ
一
一
条
)
と
の
関
係
を
検
討
す
る
必
嬰
が
牛
じ
よ
、
つ
c

こ
の
占
山
に
つ
い
て
、

B
G
B
の
立
法
者
の
見
解
を
最
初
に
見
て
お
こ
う
わ

家
族
法
の
起
草
苫
た
る
ブ
ラ
ン
ク
は
、
現
行
B
G
B

ハ
二
条
の
前
身
で
あ
る
部
分
円
単
安
二
二
凶
条
一
項
を
「
子
ど
も
の
身
上
位
護
は

と
く
に
そ
の
千
と
も
の
教
育
を
九
円
む
」
と
し
、
「
監
督
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
、
そ
の
型
山
中
打
に
お
い
て
、
「
教
育
」
に
関
し
て
以
卜
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
c

「
教
育
権
の
内
容
を
法
律
に
お
い
て
よ
り
詳
細
に
胤
定
す
る
こ
と
を
草
案
は
必
要
な
こ
と
と
は
見
な
か
っ
た
c

と
い

配I'l-者責任の再構成 (9) 

う
の
は
、
そ
れ
は
教
育
と
い
う
概
念
及
び
事
物
の
本
件
か
ら
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
c

そ
れ
に
よ
る
と
、
教
育
権
は
、

L
J
ど
も

の
利
益
、
そ
の
能
力
及
び
素
質
祐
び
に
そ
の
他
の
状
況
に
じ
じ
た
方
法
で
、
そ
の
了
の
身
休
的
、
精
神
的
、
そ
し
て
と
く
に
倫
理
的
教
育
に

つ
い
て
配
噌
し
、
特
定
の
経
歴
の
た
め
の
そ
の
千
の
能
力
を
養
い
、
こ
の
目
椋
を
達
成
す
る
た
め
に
と
く
に
そ
の
子
ど
も
の
行
為
を
指
導
す

る
義
務
及
び
権
利
を
八
円
ん
で
い
る
c

そ
の
了
ど
も
が
一
戸
の
知
識
に
つ
い
て
、

そ
し
て
そ
の
千
ど
も
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
国
家
の
繁
栄
の

観
点
か
ら
も
教
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ア
円
か
に
関
す
る
よ
り
許
制
な
規
定
を
、
川
早
官
官
は
、
相
々
の
回
の
教
育
法
に
委
ね
て
い
る

n

後
者
が
こ
の
点
で
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
場
合
は
、
教
育
権
者
が
チ
ど
も
の
利
訴
の
飢
ト
円
か
ら
、

ど
の
よ
う
に
し
て
教
育
が
、
そ
の
チ
の
身

北法57(4-15:>)1691



日見

r
$
J
 

体
的
、
精
神
的
及
、
ひ
倫
理
的
教
育
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
」

C

「
州
説
の
教
育
権
に
対
応
す
る
義
務
の
側
出
は
、
大
出
品
の

場
ム
円
、
倫
理
的
側
而
に
帰
す
る
。
法
的
に
は
そ
れ
は
そ
の
効
果
を
、

方
で
は
両
親
の
重
大
な
義
務
注
以
に
対
す
る
国
家
的
保
護
の
可
能
仲

一品」

に
お
い
て
、
他
ん
で
は
両
親
が
教
育
権
を
放
棄
す
る
と
い
う
契
約
が
拘
束
力
の
な
い
こ
と
に
お
い
て
表
す
」
。
こ
こ
で
は
、
「
教
育
」
の
具

4 

H附

子
関
係
に
と
っ
て
第
三
者
た
る
「
国
家
」

体
的
内
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
教
有
一
が
子
ど
も
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
山
に
山
川
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
親

い
と
さ
れ
て
い
た
。

の
た
め
に
「
教
育
」
が
戸
れ
わ
れ
る
べ
き
か
斉
か
は
、
「
教
育
」
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
で
は
な

し
か
し
、
身
ト
監
護
の
内
容
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
起
曲
者
の
見
解
に
対
し
、
第
一
委
員
会
は
修

d
を
加
え
、
部
分
草
案
一
一
一
四
条
反

(五
」

に
「
F
M
松
門
一
と
い
う
一
言
葉
を
付
け
加
え
る
こ
と
と
す
る
ク

l
ル
パ
ウ
ム
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
。
も
ワ
と
も
、
第
委
只
会
は
、
プ
ラ
ン

「耐
-

r

国
四

」

ク
の
見
解
に
実
質
的
な
修
正
を
加
え
た
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
仁
こ
の
点
に
つ
い
て
第

H
H
T

案
の
川
崎
由
存
は
、
上
記
の
「
教

育
」
に
関
す
る
ブ
ラ
ン
ク
の
説
明
を
ほ
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
繰
返
す
方
で
、
「
身
上
監
護
の
義
務
は
第
一
者
の
た
め
に
も
監
督
に
よ
り
版
行
さ
れ
、

こ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
均
台
に
は
七

O
条
に
お
い
て
{
止
め
ら
れ
た
法
定
耽
督
義
務
者
青
H

停
の
安
件
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
へ
の
注

戸

内

川

」

志
を
喚
起
す
る
た
め
に
一
、
身
上
町
川
護
の
発
露
と
し
て
の
「
牝
督
一
を
特
別
に
強
制
し
た
と
述
べ
て
い
る
c

す
な
わ
ち
、
こ
の
弟

H
H
T

索
用

山
世
田
に
よ
れ
ば
、
現
行
の

R
G
B
一『ハ

条
一
項
の
り
川
身
で
あ
る
第
一
草
案
一

4
0
凶
条
一
項
一
文
が
定
め
る
身
上
耽
護
義
務
は
、
了
ど

も
白
身
の
た
め
の
教
育
義
務
と
第
三
者
の
た
め
の
監
督
義
務
か
ら
な
り
、
そ
し
て
こ
の
慌
告
義
務
の
遺
以
は
不
法
行
為
法
よ
の
監
公
義
務
の

通
以
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
本
米
子
ど
も
の
利
益
が
巾
心
に
置
か
れ
る
親
子
関
係
に
関
す
る
規
律
に
、
不
法
行
為
法
上
の
M
h
H口
者
責

任
と
の
干
以
を
ム
門
わ
せ
る
た
め
、
第
一
書
の
利
/
れ
怖
が
中
心
に
置
か
れ
る
、
本
米
不
法
行
為
必
卜
の
義
務
で
あ
る
「
慌
督
一
義
務
が
巾
i
ば
強
引

に
利
け
加
え
ら
れ
た
経
過
を
見
て
取
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
【

結
果
的
に
で
は
あ
る
が
、
家
族
法
よ
の
身
上
防
護
義
務
が
不
法
行
為
法
卜
の
耽
督
義
務
を
包
含
す
る
関
係
に
あ
る
と
す
る
に
主
っ
た
止
法

ItiJと57(4・I似))1692 



者
の
見
解
は
、
そ
の
後
一
部
の
学
説
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
た
υ

そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、

B
G
E
一
六
一
一
条
の
肱
皆
義
務
が
第
一
者
保
議

ぉ

以
外
の

U
的
を
ム
引
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
ふ
土
り
、
本
来
不
法
行
為
法
上
の
義
務
で
あ
り
、
第
二
者
の
利
益
が
巾
心
に
置
か
れ
る
耽
督

義
務
と
、
子
ど
も
の
利
益
が
巾
心
に
白
か
れ
る
組
千
法
上
の
救
古
義
務
と
い
う

R
別
が
薄
め
ら
れ
た

J

例
え
ば
、
、
ン
ャ
イ
メ

(」

3
E巾
)
は

第
一
委
員
会
が
、
第
一
草
系
七
一
つ
条
の
監
督
義
務
者
は
第
二
者
に
対
す
る
関
係
で
被
慌
督
者
に
対
し
て
負
、
つ
注
意
ー
と
同
じ
注
意
を
尽
す
こ

一ph

と
に
つ
い
て
責
仔
を
角
川
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
-
山
詞
の
監
督
義
務
は
耽
宵
に
つ
い
て
の
両
親
の
権
限
が
及
ぶ
範
囲
内
に
し
か
及
び
得
な
い

こ
と
、
両
親
の
責
任
は
報
償
責
任
論
や
危
険
領
域
の
支
配
を
可
能
に
す
る
拘
束
的
指
示
に
も
そ
の
回
収
拠
を
見
出
し
得
な
い
た
め
、

B
G
B
八

一
一
二
条
の
責
任
を

B
G
B
八
二
条
の
青
ハ
伴
の
よ
う
に
取
栴
化
し
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
家
族
法
上

そ
の
義
務
違
反
が
初
め
て

B
G
R
八
一
二
条
に
恭
づ
く
肉
親
の
員
任
を
正
巾
l
化
す
る
c

の
慌
昔
義
務
が
第
一
者
の
保
護
に
ム
土
る
場
ム
門
に
は
、

家
放
法
か
ら
生
じ
る
、
千
ど
も
の
教
古
を
繰
る
法
的
権
力
は
、
日
州
市
平
日
防
止
義
務
を
第
一
一
半
臼
へ
と
拡
張
す
る
た
め
の
支
え
と
な
る
机
拠
で
あ
る
。

ぁ

従
っ
て
、
相
官
u
防
止
義
務
は
そ
の
制
約
を
そ
の
法
的
梓
力
の
巾
に
見
出
す
」
コ
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
家
技
法
上
の
紋
育
義
務
を
、
姐
切
に
処

即
す
る
た
め
に
の
み
両
親
に
認
め
ら
れ
る
同
親
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
家
族
法
上
の
監
督
義
務
と
小
法
行
為
法
上
の
肢
督
義
務
は

一
致
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
c

配I'l-者責任の再構成 (9) 

義
務
を

基
木
的

異
な
る
義イ、
務ィ去
と lT
見荷
-，'上
に
し、 σ)

る号主
よ問
、表

合務
あ JE
る喰

叩 f
/c 庁、

(;f語
、上
」日

2主
日議
ノの
し、 H河

主採
，い"-
申立 'CJ 

E半
官車
検子
討ろ
を己主:

叩説
えの
に 多
いく
るは
了、

)v 両
プ者
レの

以
上
の
学
説
に
対

L
、

ヒ
ト
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、
附
者
の
義
務
は
保
護
の
ん
向
及
び
そ
の
内
容
の
双

h
に
お
い
て
異
な
る
と
す
る

υ

す
な
わ
ち
、
保
護
の

h
向
に
関
し

て
は
、
両
者
の
嵐
{
疋
の
体
系
的
位
置

(
B
G
B
八
一
二
条
は
不
法
行
為
法
に
、
同
六
二
条
は
家
族
法
に
位
回
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
)

や
B
G
B

六
一
二
条
が
同
八
一
二
二
条
二
項
に
言
、
つ
「
保
設
法
規
」
で
は
な
い
こ
と
苛
か
ら
、

B
G
B
八
一
一
一
一
条
は
第
三
者
の
保
護
だ
け
を

制」

円
的
と
し
て
い
る
の
に
刈
し
て
、
川
一
六
一
一
条
は
チ
ど
も
の
た
め
の
耽
告
義
務
だ
け
に
関
係
す
る
と
す
る
。
保
護
の
内
容
に
関
し
て
は
、

北法57(4-161)1693



日見

親
L
J
閃
係
に
つ
い
て
は
一
般
的
社
会
生
活
に
お
け
る
の
と
は
異
な
る
準
則
と
基
準
が
認
め
ら
れ
、
既
に
監
督
と
教
育
の
区
別
に
際
し
て
述
べ

4 

H附

た
の
と
同
線
に
、
義
務
内
容
を
唯
疋
す
る
際
の
区
別
の
基
準
が
異
な
る
と
し
、
さ
ら
に
、
両
者
の
義
務
の
内
科
が
同
一
で
あ
る
と
解
す
る
と
、

戸間一

規
範
の
保
譲

H
的
が
責
任
の
範
囲
を
決
定
す
る
と
い
う
一
般
原
則
に
反
す
る
等
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

立
法
者
の
見
解
と

川
凡
な
り
、

B
G
B
一
六
二
一
条
の
耽
官
義
務
を
チ
ど
も
の
た
め
の
も
の
と
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
ー
と
し
て
家
放
法
卜
の
身
上
監
護
義
務

と
不
法
行
為
法
卜
の
昨
告
義
務
が
重
な
り
ム
ワ
つ
場
ム
門
が
あ
る
こ
と
を
白
定
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
両
者
の
義
務
の
保
護
方
同
乃

一別

式
十
内
谷
が
異
な
る
と
し
て
、
原
則
と
し
て
向
者
を
別
併
の
義
務
と
し
て
区
別
す
る
も
の
と
一
百
え
よ
う
っ

以
上
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
、
立
法
者
及
、
び
一
部
の
り
午
前
は
家
族
法
上
の
身
卜
監
設
義
務
が
不
法
行
為
法
上
の
肢
公
義
務
を
包
含
す
る
と

見
て
い
た
も
の
の
、
多
く
の
学
説
は
両
者
の
義
務
を
そ
の
保
護
方
向
山
川
百
十
内
科
の
点
に
お
い
て

μ別
し
て
い
る
と
一
丙
え
よ
う
c

さ
ら
に
、
立

法
者
が
、
家
族
法
上
の
身
上
肱
誕
義
務
が
不
法
釘
為
法
上
の
肱
怪
義
務
を
包
含
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
家
技
法
上
の
監
督
義
務
を
第
三
者
保

識
の
み
を
巨
的
と
す
る
も
の
と
解
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
点
、
ま
た
、
ジ
ヤ
イ
メ
に
お
い
て
も
、
家
族
法
卜
の
身
卜
監
識
義
務
が
不
法
行
為

法
卜
の
耽
督
義
務
を
包
含
す
る
と
す
る
こ
と
の
主
眼
が
、
前
者
に
よ
る
後
者
の
限
界
を
設
け
る
こ
と
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
点
は

H
Uに
他
し

ト
で
つ
c(

お
)
一
九

t
九
年
の
内
親
と
し
て
の
吐
訴
の
法
の
新
規
d

疋
の
た
め
の
法
律
百
口
E
『

日

-
0
2
)
に
よ
る
改
T
K
以
降
、
後
(
第
一

章
市
一
語
山
第

状
)
に
見
る
E
G
B
一
ハ
一
六
条
以
下
の
改
ホ
理
由
に
出
ー
ら
せ
ば
、
問
。
完
の
の
ボ
ぷ
と
〕
て
は
一
昨
議
」
よ
り
も
一
世

rr
一
配
慮
」
と
い

う
方
が
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
款
で
は
、
九
七
九
年
改
止
以
，
削
の
説
，
ナ
関
係
を
も
対
象
と
す
る
と
き
、
こ
の
改
什
前
後
の

純
子
関
係
の
双
方
を
含
む
意
味
に
お
い
て
「
庶
孟
」
と
い
う
つ
葉
を
刷
い
る
こ
と
と
す
る
c

戸
〔
掛
)
〈

E
J
J
1
P
E
T一三
(
E
z
k
y
b
H、
で
ミ
宮
古
ご
号
、
旬
、
己
主
主
主
芯
訟
ご
と
命
令
守
切
な
1町
三
認
否

=
2
2
2
ご
士
E
C
Z
2
Zコ
h
A
E
守
之
さ
ミ
¥
♂
ぬ
尚
三
託
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第

款

「
昨
叔
臼
と
教
育
の
分
離
」

の
支
体

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
昨
督
と
教
育
の
関
係
を
検
討
す
る
際
の
前
提
問
題
と
な
る
、
家
族
法
上
の
身
上
舵
護
義

務
と
不
法
行
為
法
上
の
監
督
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
、
ド
イ

y
の
学
説
で
は
、
前
者
が
後
者
を
包
合
す
る
閥
係
に
あ
る
と
す
る
か
、
そ
れ
と

も
両
苫
が
基
本
的
に
異
な
る
と
す
る
か
に
つ
い
て
根
本
的
な
見
解
の
対
立
が
あ
る
。
ま
た
、
家
族
法
卜
の
身
上
昨
譲
義
務
が
不
法
行
為
法
上

の
叫
山
川
叔
円
義
務
を
含
む
と
し
て
も
、
「
皆
川
祝
日
」
表
務
が
第
二
者
保
設
以
外
の

H
的
を
含
む
か
台
か
に
つ
き
、
寸
法
者
の
見
解
と
そ
の
後
の
学
説

と
で
相
違
が
見
ら
れ
た
。
家
族
法
上
の
身
卜
監
設
義
務
が
第
一
一
者
保
護
を

R
的
と
す
る
耽
督
義
務
を
九
円
む
か
心
口
か
に
つ
き
対
立
が
あ
る
点
は
、

先
に
見
た
わ
が
川
の
学
説
に
お
け
る
議
論
状
泌
と
類
似
す
る
。

不
族
法
上
の
身
上

rw護
義
務
と
不
法
打
為
法
卜
の

rm督
義
務
が
茶
木
的
に
異
な
る
と
す
る
、

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
ブ
ッ
ク
ス
に
代
表
さ
れ
る

見
解
に
従
う
場
台
、
家
族
法
卜
の
身
よ
防
護
表
務
の
解
釈
が
不
法
行
為
法
卜
の
耽
督
義
務
、

と
く
に
「
監
督
と
教
育
の
分
離
」
原
則
に
関
す

る
解
釈
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
家
族
法
卜
の
身
上
防
護
義
務
が
小
法
行
為
法
上
の
監
督
義
務
を
包
合
す
る

関
係
に
あ
る
と
す
る
見
解
に
す
て
ば
、
リ
川
者
の
解
釈
が
内
問
者
の
解
釈
に
直
長
に
彬
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
c

し
か
し
、

配I'l-者責任の再構成 (9) 

家
放
法
卜
の
身
卜
監
護
義
務
が
不
法
行
為
法
上
の
監
紅
門
学
税
務
を
包
含
す
る
と
す
る
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
見
解
の
う
ち
、
既
に
見
た
よ
う
に
、

B
G
B
の
山
法
者
は
、
身
上
肢
設
義
務
の
中
で
も
、
第
二
苫
保
護
を

H
的
と
す
る

「
昨
督
義
務
」
を

μ別
し
、
こ
れ
を
不
法
行
為
法
卜
の
耽

料
門
義
務
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
ジ
ャ
イ
メ
も
、
家
族
法
上
の
は
上
耽
護
義
務
が
不
法
行
為
法
卜
の

R
H口
義
務
を
包
含
す
る
と
す
る
こ
と
の
、
γ
工

肢
を
、
教
育
権
が
第
三
者
保
護
の
た
め
の
損
害
防
止
義
務
に
限
界
を
設
け
る
点
に
世
い
て
お
り
、
身
卜
監
護
義

F

日
間
違
以
が
即
ち
不
法
行
為
法

上
の
監
管
義
務
達
反
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
重
視
し
て
い
な
い

F

こ
れ
ら
い
ず
れ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
不
法
打
為
法
上
の
監
督
義
務
と

同
州
仇
さ
れ
る
「
慌
針
義
務
」
は
、
第
一
者
保
設
を

U
的
と
し
て
、
む
し
ろ

(
家
技
法
上
の
教
育
梓
限
に
府
来
す
る
制
約
を
立
け
な
が
ら
も
)

北法57(4-16;))1697



日見

小
法
行
為
法
卜
円
律
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
c

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
る
と
し
て
も
、
本
技
法
上
の
身
上
監
事
同
義
務

の
解
釈
は
、
そ
の
義
務
違
反
が
直
ち
に
不
注
行
為
渋
上
の
監
督
義
務
注
以
と
な
る
と
い
う
形
で
、

小
法
行
為
渋
上
の
監
督
義
務
の
解
釈
を
由

4 

H附

援
に
左
右
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
家
族
法
卜
の
身
上
監
護
義
務
違
反
が
即
ち
不
法
行
為
法
上
の
肢
辞
義
務
造
反
か
台
か
を

主
と
し
て
問
題
と
す
る
、

わ
が
国
に
お
い
て
児
ら
れ
る
議
論
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
家
族
法
上
の
身
上
監
護
義
務
の
解
釈
が
、

そ
の
義
務
造
反
が
直
ち
に
不
法
行
為
法
卜
の
昨
督
義
務
違
反

と
な
る
と
い
う
形
で
不
法
行
為
法
の
監
督
義
務
の
解
釈
を
直
按
に
木
十
い
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
不
法
行
為
法
の
学
一
制
裁
判
例
に
お

い
て
「
耽
督
と
教
育
の
分
離
」
原
則
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
「
昨
督
」
と
「
教
育
」
が
完
全
に
切
り
離
き

れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
一
百
え
る
か
と
う
か
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。
既
に
児
た
裁
判
例
に
お
い
て
、
「
教
育
一

の
怖
怠
に
つ
い

て
親
に
賛
行
忙
を
負
わ
せ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
裁
判
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
別
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
裁
判
例
に
お
い
て
は
教
育
と
昨

相
円
の
相
関
関
係
、
す
な
わ
ち
、
教
育
の
成
果
が
乏
し
け
れ
ば
乏
し
い
ほ
ど
慌
告
義
務
に
対
す
る
要
請
は
高
度
な
も
の
と
な
る
と
い
う
関
係
が

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
つ
そ
し
て
、
こ
の
監
督
義
務
の
要
請
に
対
す
る
尚
度
化
は
結
果
と
し
て
「
教
育
の
失
敗
」
に
つ
い
て
親
に
責
任
を

負
わ
せ
る
に
主
っ
て
い
る
c

い
わ
ば
、
教
育
の
怖
怠
は
品
度
の
牝
背
義
務
の
設
定
を
媒
介
と
し
て
不
法
行
為
法
上
監
背
義
務
者
に
帰
賛
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
「
賠
督
と
教
育
の
分
離
」
原
則
は
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
一
三
ワ
つ
こ
と
が
で
き
よ
う
の
さ
ら
に
、
「
監
留
と
教
育

の
分
離
」
と
一
一
巳
っ
と
き
、
両
者
の
区
別
は
同
雑
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
学
説
に
お
い
て
「
監
督
」
と

「
ル
人

y
j

今
在
J
4
1
r
」

の

μ別
を
と
こ
に
求
め
る
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
見
解
の
一
致
を
見
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
山
明
ら
か
に
な
る
。

従
っ
て
、
苧
説
・
裁
判
例
に
お
い
て
「
監
督
と
教
育
の
分
離
一
原
則
は
、

般
論
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
敢
格
に
貫
徹
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
内
科
も
漠
然
と
し
た
も
の
で
し
か
な
い
【
そ
し
て
、
こ
の
原
則
と
右
京
性
原
用
と
の
関
係
も
、
必
ず
し
も
叫

ら
か
で
は
な
い
コ
ー
山
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
以
十
の
よ
う
に
一
青
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
原
則
は
、

ItiJと57(4・166)16悦3



有
責
性
原
理
か
ら
必
然
的
に
導
き
附
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

R
G
B
八
一
二
条
及
び
一
六
一
二
条
の
沿
革
、
つ
ま
り
子
の
た
め
の
「
款
育
」

と
第
一
今
者
の
保
護
の
た
め
の

「
監
叔
門
」
を

μ別
し
た
立
注
者
の
け
見
解
に
同
来
す
る
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
の
分
析
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
よ
う

に、

R
G
は
当
初
、
「
教
育
」
と

「
監
貨
」
を
川
列
に
世
き
、
単
に
「
教
古
の
成
果
」
に
つ
い
て
判
明
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
し
て
い
た
に
辺

ぎ
な
か
っ
た

(
裁
判
円
例
加
参
昭
)
。
し
か
し
、
す
法
者
の
見
解
の
影
響
を
受
け
た

(
或
い
は
?
V
一
法
者
の
見
解
を
誤
解
し
た
)
と
見
ら
れ
る
そ

の
後
の

R
G
の
裁
判
例
に
、
「
教
育
と
監
督
の
分
離
」
を
、
「
教
育
」
に
つ
い
て
親
は
そ
も
そ
も
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
ド
グ
マ
へ
と
歪
附

し
て
い
っ
た
過
程
を
見
向
す
こ
と
が
で
き
よ
う
(
例
え
ば
政
判
部
、
加
及
び
そ
れ
ら
の

{
検
討
]
参
照
)
つ
ま
た

B
G
B
施
行
以
前
の
普

通
法
の
一
卜
で
の
夫
務
に
お
い
て
培
わ
れ
た
、
親
の
責
任
の
成
す
に
柏
町
重
な
態
度

(
Z
2
2
5
の
要
求
)
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
推
測
き

れ
る
。以

上
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
け
る
「
耽
督
と
教
育
の
分
離
」
原
則
を
維
持
す
べ
き
か
芥
か
と
い
う
問
題
も
、
「
教
育
」
的
措

置
も
第
一
者
保
護
の
た
め
に
要
求
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
が
般
に
学
説
・
裁
判
例
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と

がき
で、

き有
る責
か性
と原
い型
うと
附の
開関
汚係
う-(
ち万
にん

発 lそ

E室
長E
治信
三完
結下
1/ _(" 
?ぃ
) 河川

。〕工
とゆ
コる

そ討
でご1σ〉

つF 己 i舵
Ti' 

f か
!、

v h 

てい
、明勺引門

ド正
イ 4
7 高
り皮
哀瓦 σ〉
判判U 'i:t
例督
lにこ t析丹
お置
けを
る要

「求
慌す
督る
とこ
手土 と

配I'l-者責任の再構成 (9) 

A
H
の
分
離
」
原
則
の
実
際
の
音
主
哀
は
、
既
に
兄
た
よ
う
に
(
前
節
第
五
款
参
間
)
、
加
中
日
行
為
と
関
連
利
け
ら
れ
て
い
な
い
般
的
な
「
し
つ

け
」
や
「
教
育
」
を
行
う
義
務
を

B
G
B
八
一
二
条
の
監
情
義
務
と
す
る
こ
と
を
戒
め
る
点
に
あ
っ
た
と
一
百
う
こ
と
が
で
き
よ
う
っ
既
に
兄

た
、
仙
別
の
一
事
案
の
具
体
的
状
泌
に
関
連
し
た
措
置
で
あ
る
限
り
「
教
育
」
的
借
置
も

B
G
B
八
一
一
一
条
の
「
耽
督
」
借
置
で
あ
る
と
す
る

ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・

7

y
ク
ス
の
見
解
も
、
右
の
よ
う
な
志
味
に
お
い
て
「
慌
背
と
教
育
の
分
雌
一
原
則
の
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ワ

た

弘、、、
J

、

ふ
れ
司
、
，
Y
小

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・

7

y
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
交
通
事
故
や
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
立
法
者
に
よ
り
与
え
ら

北法57(4-167)1699



日見

れ
た
「
耽
相
門
と
款
育
の
分
離
」
原
則
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
υ

第
一
ム
ヤ
第
二
節
に
お
い
て
既
に
見
た
よ
う
に
、
交
通
事
故
や
失
火
に
闘

す
る
裁
判
例
は
一
九

K
G作
代
以
降
に
現
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
従
前
の
裁
判
例
と
は
異
な
り
、
裁
判
所

4 

H附

が
「
教
育
」
に
つ
い
て
も
現
に
声
、
め
を
負
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
校
内
慌
の
ト
イ
ツ
の
裁
判
例
に
お
け
る

rM督
者
責
任
の
厳
格
化
を
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ブ
ッ
ク
ス
が
百
う
「
耽
督
と
教
育
の
分
離
一
原
則
の
造
反
ー
と
は
、
右

に
見
た
彼
の
見
解
に
某
づ
く
も
の
で
あ
り
、
事
故
防
止
に
必
申
凡
な
具
体
的
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
包
括
的
な
教
育
を
要
求
す
る
こ
と
を

志
昧
す
る
。
こ
の
よ
う
な
包
括
的
教
育
の
僻
む
を

B
G
B
八
二
二
条
の
監
情
義
務
透
反
と
し
え
な
い
こ
と
は
、
既
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
で
も

不
認
き
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た

(
第
一
ワ
第
一
節
有
款
参
照
)
っ
す
な
わ
ち
、
仮
に
「
教
育
」
的
措
置
の
陣
怠
も

B
G
B
八
一
一
一
条
の
昨

持
義
務
違
反
と
し
う
る
と
の
す
場
に
止
つ
と
し
て
も
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
厳
格
化
を
正
公
な
も
の
と
し
て
直
ち
に
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

し、

る
」

と
が
指
摘
デミ

オし
て E
い-G 
る:，)~~ 13 

j'，、

一
条
に
閃
す
る
戦
後
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
他
方
で
、

rw督
義
務
苫
が
免
古
(
さ
れ
る
事
奈
の
増
加
し
て

い
で
あ
ろ
う
c

実
際
、

(
日
)
前
註
附
参
出

(
辺
)
親
の
子
に
刈
す
る
「
骸
督
」
が
約
一
昔
を
保
議
す
る
作
用
と
川
時
に
，
ナ
を
何
一一
以
す
る
作
用
を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

L
J

の
保
護
を
怠
っ
た
こ
と
を
珂
出
と
し
て
第
三
占
に
対
す
る
責
任
を
視
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
、
ジ
ャ
イ
メ
も
、
維
の
不
法
行

為
法
上
の
昨
日
腎
義
務
を
限
界
付
け
る
も
の
と
し
て
家
族
法
い
し
の
監
督
権
限
に
市
川
来
す
る
制
約
を
強
調
す
る
が
、
こ
の
黙
督
権
限
に
よ
る
不
法
行

為
法
上
の
親
の
昨
台
義
y

持
の
較
的
約
化
に
は
言
及
し
て
い
な
い

F

(mm州
)

4

〈r〈4正ね巨-呂昏旨ド口μ百の

FP¥~同。旨口旨戸
γI?おPめ戸「斥
η2戸E同ロP戸yや
m岱W

戸
(

c

)

(

司ロ凶凶行}山と中ご竺)ア一叩∞日凶戸一悶
N

H

∞
-
戸
lL戸EM号
η2同ロ戸区Nデ一
Lh「戸?-三与)会忌?r言d可守主守吉
N=更h弐内乙、
r-戸戸丸奇込主匂
F臼叫F
h
P吉凶己ミ目之~ミ《丸目鴫
3、オ、円之、~

コ
命

2戸己】ず
f弓2ω
「忌σ
一

ρf戸=ミ】ユ吋2
)
]
M
E
w
-
)
明
叶

ω
〈
山
町
一
∞
一
フ
l
レ
〆
ツ
は
裁
判
例

mに
つ
い
て
、
監
視
の
た
め
に
下
め
の
配
慮
を
講
じ
る
こ
と
が
摘
に
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配I'l-者責任の再構成 (9) 

と
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
か
百
か
疑
わ
し
い
と
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
判
決
が
史
止
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
監
督
措
置
は
、
子
の
弓

矢
遊
び
に
対
す
る
相
父
母
の
注
意
の
喚
起
と
相
作
為
抽
山
的
な
検
在
で
あ
り
、
絶
え
刷
の
な
い
継
続
的
監
視
で
は
な
い
た
め
、
必
ず
し
も
小
可

能
で
あ
る
と
は
二
日
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
指
摘
の
一
般
的
な
7
1
当
性
は
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
c

(
日
)
こ
れ
に
対
し
て
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、
分
離
原
則
は
向
視
が
清
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仙
置
だ
け
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
教

育
の
成
果
は
一
つ
の
以
閃
と
し
て
監
督
兵
務
の
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
か
り
、
品
ト州
首
と
教
育
の
相
関
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
分
離
原
則
に
反
し

な
い
と
す
る
ご
し
か
ヌ
ブ
ッ
ク
ス
も
他
仁
川
で
、
r
m
哲
義
務
の
内
谷
を
山
同
定
す
る
了
と
も
の
件
以
H
は
教
育
情
置
に
よ
っ
て
も
影
響
き
れ
る
こ
と

か
ら
「
教
育
が
間
接
的
に
監
怪
に
影
山
押
す
る
」
こ
と
を
認
め
る
。
〉
-
J
4内
Y
U
白
戸

O
(
寸
コ
コ
出
)
出
N
C
二

(
同
)
こ
の
内
に
閲
し
て
、
]
E
ロ
日
U

戸
2
5
「
の
む
巳
「
H
E
E
-
-
ご
円
。
円
七
日
ω
。
日
=
E
2
2召
2
2
ω
。
ロ
ョ
戸
ロ
一
戸
Z
Z
叶
に
ロ
η
(
F
U
E
E
E
J
N
R
之
さ
き
ど
き
可

h
E
H
一
Z
H
w
h
H
C
¥
さ
と
と
毛
色
村
ぜ
こ
C
H
h
H
5
-
H
H
一
(
』
円
ロ
己
三
戸
民
三
E
=
m
Z
己
一
三
『
『
一

5
5
)
三
叶
(
)
一
]
》
己
が
、
「
ほ
と
ん
ど
の
法
体
系
は
監
官
の
過

失
だ
け
を
推
'
疋
し
て
い
る
の
で
、

L
つ
け
は
ι酢
慌
仏
杭
川
督
計
の
証
拠
の
汗
町
師
恥
に
お
い
て
考
膚
き
れ
る
世
玄
の
一
ワ
に
過
ぎ
な
い
一
と
述
べ
て
い
る
干
こ
」
と

は
不
峻
的
で
あ
る
ま
た
、
z呂ド
EE)〉吉F己子「「一~口〕同宅、図
ξ色巳言又吋コ毛一柿宅柿宅筏J〈ghb同言E【守、33玄コ恥h$川宗糸、ご"E(ご
旨
烹
同

~E~守言込ミき吟コ芸甲=三"ごME言忌へ号可ミ辺三h

N注於一=目広仇。忌r
さ~己)。去hsNは昼吋と"羊叶E悼£5悼

E
芯
え
九
〉
】
主
主
主
主
主
守
二
一
)
S
F
Z
中
一
-z
ヨ
E
G
7
3
2
7
日
]
吋
昂
は
、
H
G
日
八
一
三
条
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
法
状
況
と
フ

ラ
ン
ス
民
円
以
帆
二
一
一
八
同
条
が
親
の
寅
伴
に
関
し
て
教
育
卜
の
過
央
推
I

疋
を
含
む
と
す
る
伝
統
的
見
解
を
比
蚊
し
、
結
果
、
と
し
て
向
者
の
推
i

元

内
容
が
鋲
似
す
る
と
す
る
、

(門川)
hJ
司
に
の
F
m
y
m
戸
口
(
)
(
日
J
H
H
叶
合
)
日
戸
叶
C
口

戸
市
凶
)
〉
司
王
一
E
-
μ
戸
(
)
(
寸
ロ
H
叶
⑦
)
出
H
m
(
)
]
戸
羽
h
p
『

(
内
川
)
戸
)
ω
己
m
z
-
P
μ
ω
C
(
町
口
N
ω
叶
)
一
回
出
∞
日
h
F
E
-
-
y
m
凶
戸
C
(
守
口
N
h
H品
)
4
m
N
N
叶
民

第
三
章

ド
イ
ツ
民
法
八
一
一
一
条
一
項
と
社
会
生
活
上
の
義
務

第
一
章
の
検
副
か
ら
、
具
体
的
な
加
待
行
為
の
予
見
可
能
性
を
、
一
則
提
と
し
な
い
般
的
監
督
義
務
が
ド
イ
ツ
の
慌
待
者
責
任
(
B
G
B
八

北法57(4-16:>)1701



日見

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
υ

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
防
相
口
義
務
は
、

B
G
E
八一一今

タζ
ノド
) 

二
条
の
耽
督
義
務
が
ム
刑
事
頁
仲
原
理
に
止
脚
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
ド
イ

y
不
法
行
為
法
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う

4 

H附

B
G
B
八
三
一
条
に
関
す
る
及
判
例
に
お
い
て
も
、

般
的
昨
督
義
務
が
問
題
と
ぎ
れ
る
場
而
と
日
ハ
体
的
監
督
義
務

か
。
そ
し
て
、
ま
た
、

の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
場
而
が
有
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

い
か
な
る
場
合
に
一
般
的
慌
督
義
務
造
反
が
問
題
と
さ
れ
、
或
い

は

い
か
な
る
場
合
に
日
ハ
体
的
監
督
義
務
注
以
だ
け
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、

般
的
監
督
義
務
が
有
責
性
原
理
に
立
脚
す

る
と
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
義
務
の
限
界
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
υ

こ
の
第
二
章
で
は
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
、

同
小
平
法

に
お
け
る
監
督
者
直
任
の
帰
責
根
拠
及
び
責
任
安
件
の
什
構
成
の
料
論
的
恭
帥
慨
を
宅
察
す
る
際
の
子
が
か
り
を
得
た
い
。

第
二
日
出

社
会
生
活
上
の
義
務
と
し
て
の
昨
督
義
務

既
に
第
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

一
般
的
防
督
戎
務
と
は
、
被
肢
官
者
の
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
監
設
し
、
危
険
を
も
た
ら
さ
な

い
よ
う
な
行
動
を
す
る
よ
う
に
教
古
(
し
つ
け
)
を
す
る
義
務
で
あ
り
、

L
j
の
具
体
的
加
害
行
為
の
下
見
川
能
性
を
必
ず
し
も
川
提
と
し
な

い
い
一
汗
意
義
務
を
=
ワ
つ
「
そ
し
て
、
こ
の
一
般
的
牝
管
義
務
造
反
に
よ
る
直
仔
は
、
了
の
加
害
行
為
の
抽
象
的
危
険
性
の
み
が
存
存
す
る
段
階

で

「
組
と
し
て
」
な
す
べ
き
こ
と
を
内
零
と
し
た
行
為
義
務
が
課
さ
れ
、
こ
の
行
為
義
務
の
違
反
に
某
づ
い
て
責
停
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う

帰
責
構
造
を
有
し
て
い
る
つ
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
の
妓
判
例
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
、
了
の
具
体
的
加
常
行
為
の

F
見

吋
能
性
を
，
川
ぬ
と
し
な
い
一
般
的
耽
管
義
務
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、

B
G
B
八
一
一
一
条
の
監
督
義
務
が
有
責
性
原
川
崎
に
立
脚
す
る
と
き

れ
て
い
る
と
き
、
有
貫
性
原
理
の
中
に
い
か
に
併
置
付
け
ら
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
c

こ
の
問
題
に
つ
い
て
解
界
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
の

が
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
一
般
に

B
G
B
八
一
三
条
の
監
針
義
務
が
社
会
生
活
卜
の
義
務
(
〈
2
E
t告
E
吾
「
)
と
考
え
ら
れ
て
い
る

ItiJと57(4・170)1702



9
J
 

占
山
で
あ
る
c

な
ぜ
な
ら
、
伐
に
わ
が
同
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
社
会
生
活
上
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
従
来
有
責
性
原
川
崎
が

固
持
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
不
法
行
為
渋
用
弔
問
の
中
で
、
こ
の
ム
引
責
性
原
理
と
の
緊
張
関
係
が
指
抗
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

肝f
Jふる
同

義
務
の
内
容 B
に G
閑写
す;¥
る
解 ι

釈~
号令 σ〉
lY霊
イコ 門

三h
L、辛抱

云手先
)/ど

らE
fz 
三IR
;l の

33義

主壱
刀込 ふる

ち干
叫 Z，
0) 己

f i 
γの
2 有

工主
に LU
〈コ、
し三 、F

ての
はよ
明う
りに
か併
にす
しる
てこ
いと
なごに
し¥'!':ヲよ

も
っ
と
ー
も
、

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
社
会
牛
活
卜
の
義
務
に
闘
す
る

般
論
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
「

(
別
)
村
会
生
川
上
の
お
務
に
つ
い
て
、
こ
の
白
に
関
連
し
て
わ
が
国
で
紹
介
・
検
討
を
わ
う
も
の
と
し
て
、
湖
見
剛
拘
「
帰
責
構
造
一
(
在
四
)

一
一
頁
以
下
の
他
、
錦
織
成
史
「
民
事
不
法
の
一
花
性
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
光
良
に
関
す
る
高
察
(
)
!
(
三
)
・
完
」

E

法

学
論
叢
』
九
八
巻
一
り
二
五

R
以
卜
及
び
同
三
号
一
主
貝
以
下
及
び
同
凶
号
六
八
頁
以
(
昭
和
T
1
0

五
一
年
)
、
と
く
に
九
八
巻
一
一
号
一

ハ
頁
以
下
、
山
本
宣
之
一
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
什
会

q
活
上
の
義
務
と
有
責
性
」

a
民
向
-
一
O
石
巻
号
(
平
成
三
午
)
丘
一
頁
以
下
「
以

「
「
右
貫
性
」
と
し
て
引
用
)
、
同
「
ト
イ
y
法
に
お
け
る
社
公
生
活
上
の
兵
務
と
違
法
性
」

a
神
い

U
Y了
雑
誌
』
四
巻
三
号
(
平
成
一
午
)

九
有
五
頁
以
ド
l

(

N

M

卜
「
違
法
性
」
と
し
て
引
刷
)
参
出
、
本
粧
の
社
会
牛
活
ト
の
義
務
に
関
す
る
記
述
も
こ
れ
ら
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
c

F

訓
乙
黙
督
義
務
を
社
会
生
斗
川
上
の
PA
務
と
解
す
る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
機
能
に
つ
い
て
は
、
青
野
，
削
掲
論
丈
(
註
川
)
参
目
。

配I'J者責任の再構成 (9) 

第
一
款

社
会
牛
活
卜
の
義
務
の
帰
責
要
件
へ
の
位
置
付
け

周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
生
活
上
の
義
務
と
は
、
判
例
に
よ
っ
て
剤
治
さ
れ
た
、
「
社
会
生
活
に
お
い
て
危
険
淑
を
生
じ

北法57(4-171)1703



日見

さ
せ
又
は
持
続
さ
せ
る
者
は
、
事
物
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
全
て
の
、
他
人
を
保
識
す
る
た
め
の
安
全
指
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

日ぬ

で
あ
る
。

と
い
う
一
般
原
則
」

4 

H附

こ
の
社
会
生
活
上
の
義
務
を
ド
イ
ツ
民
法
典
の
い
ず
れ
の
条
項
、
に
、
そ
し
て
帰
責
要
件
の
ど
こ
に
作
間
刊
け
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、

(
現
)

ド
イ

y
の
判
例
の
見
解
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
学
況
も
意
見
の
一
致
を
児
て
い
な
い
c

こ
れ
ら
の
問
題
、
と
く
に
帰
責

一刻」

要
件
の
問
題
に
関
し
て
は
既
に
わ
が
国
で
も
、
前
町
教
授
の
研
究
等
に
よ
り
ド
イ
ツ
民
事
不
法
論
争
の
詳
細
な
紹
介
に
際
し
て
触
れ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
防
相
口
義
務
の
構
造
を
解
明
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
か
A

り
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
1
4
ち
人
る
こ
と
は
蛇
足
に
過
ぎ

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
右
の
問
題
に
関
す
る
論
ヲ
は
社
会
牛
活
卜
の
義
務
が
ム
日
良
性
原
即
に
与
え
る
影
響
と
密
接
な
関
連
を
有
し

て
お
り
、
竹
会
牛
活
卜
の
義
務
と
有
責
件
原
理
と
の
関
係
を
論
じ
る
上
で
こ
れ
ら
の
問
題
を
に
関
す
る
議
論
状
況
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は

有
首
で
あ
ろ
う
の
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
屋
上
犀
を
架
す
と
の
批
判
を
覚
情
し
な
が
ら
、
社
会
斗
活
卜
の
義
務
の
帰
責
要
件
へ
の
位
置
付
け

(弘一

に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
学
説
の
状
況
を
、
民
事
不
法
論
と
の
関
係
と
い
う
机
点
か
ら
、
下
と
し
て
山
本
{
日
之
教
授
の
枠
組
に
拠
り
つ
つ
、
筒

単
に
図
式
的
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

社
会
生
川
上
の
義
務
の
帰
責
要
一
件
へ
の
依
情
付
け
は
民
事
不
法
論
と
密
按
な
同
連
を
有
し
て
い
る
c

す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
結
果
不
法
論

{

山

川

「

械

の
立
場
か
ら
は
、
社
会
ヰ
活
卜
の
義
務
は
も
っ
ぱ
ら
不
作
為
の
構
成
要
刊
(
行
為
、
同
果
関
係
)
メ
は
不
作
為
の
造
法
性
の
問
題
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
υ

例
え
ば
、
構
成
要
件
の
問
題
と
し
て
伏
置
付
け
る
フ
ラ
ァ
ト

は、

B
G
B
八
二
二
条
の
同
果
関
係
に
関
す
る

(
』
己
主
)

市
川
明
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
つ
「
不
作
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
位
以
口
が
損
台
賠
償
を
義
務
付
け
る
の
は
、

義
務
が
存
存
し
、
そ
れ
が
怠
ら
れ
た
と
き
だ
け
で
あ
る
C

0

・
そ
の
よ
う
な
特
別
な
義
務
〔
筆
者
7

叶一

B
G
B
八
二
一
条
一
頃
の
保
説
法
規
〕

が
存
存
し
な
い
と
き
に
も
、
そ
し
て
そ
の
と
き
に
だ
け
、
一
定
の
牛
治
状
況
に
つ
い
て
、
社
会
副
念

2
1
2
f
E
3
E
h
h
g
E
Z
)
に
従
い
、

(阿〉

そ
の
よ
う
な
表
務
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
ロ
危
険
防
止
措
置
の
不
作
為
が
社
会
止
活
に
お
い
て
必
要
な
い
一
汗
蛍
の
僻
な
と
見
な
さ
れ
る

。
法
的
作
為

ItiJと57(4・li2)1704



べ
き
か
存
か
を
判
断
す
る
と
き
、
「
重
要
な
位
回
を
占
め
る
の
は
、
社
会
生
活
の
安
全
、
狭
義
の
社
会
生
活
安
全
義
務

rm
雌

~

一

刈

)

(〈

2
Z
E
E巴
nZ25nω
立
に
の
空
)
、
そ
し
て
そ
の
違
以
に
留
意
す
る
こ
と
で
あ
る
ヘ
こ
れ
は
、
権
利
・
法
採
侵
害
即
進
法
と
解
す
る
仙
県

I舌小
上法
の 諭
義の
才o/j -¥'/ 

l土 j品
伝 か
害ら
令士 、

栄作
を為
不 不
作法
為 U

品?
号2
せ小
又作

i: iき
め小

の法
にロ ↑J 

軍空
間五
~' ;fL 

充出

f話
せ t

Z生
め芋
0) 1.， 

もん
0) は
に権

ZFi 

な型法
い寺前
、侵

或合
いで
はあ

り
権
利社

ノ、
A 

{士生

益
侵
害
の
違
法
性
徴
表
機
能
が
不
作
為
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
作
用
し
な
い
こ
と
を
必
直
に
認
め
た
卜
で
、
こ
の
種
の
不
法
行
為
に
お
い
て

一級
一

の
み
社
会
牛
活
L
L

の
義
務
が
達
法
性
を
基
礎
ワ
け
る
と
与
え
ら
れ
る
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
対
し
て
は
、
主
と
し
て
そ
の
後
の
氏
宅
不
法
論
に
関
す
る
活
売
な
論
争
の
中
で
、
異
論
が
附
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
ワ
た
。

社
会
の
党
民
に
伴
う
危
険
の
増
大
の
中
で
権
利
法
，
仕
を
危
殆
化
す
る
行
為
を
絶
対
的
に
祭
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
訟
識
の
広
が

り
、
そ
し
て
刑
法
学
に
お
け
る

U
的
的
行
為
論
の
民
法
学
へ
の
流
入
に
伴
い
、
行
為
義
務
造
反
H

進
法
と
解
す
る
行
為
不
法
論
が
附
え
ら
れ

配I'l-者責任の再構成 (9) 

る
よ
う
に
な
る
と
、
社
会
生
活
上
の
義
務
は
ま
き
に
そ
の
行
為
義
務
そ
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
故
、
違
法
性
へ
と
位
置

r

泌

)

一

説

)

付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
仁
例
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
ヤ

l
ス

(Jfヨ
ヨ
)
は
、
作
為
不
法
行
為
と
不
作
為
不
法
行
為
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

戸
山
川

一

過
失
不
法
行
為
の
違
法
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、

tlg義
務
で
あ
る
と
し
た
卜
で
、
こ
の
注
志
「
義
務
の
一
部
は
伝
統
的
に

-社
会
牛
活
卜

m-

町一

副社
会
生
活
安
全
義
務
」
と
呼
ば
れ
る
」
と
述
べ
る
)
こ
の
よ
う
な
行
為
不
法
人
一
珊
の
展
開
に
よ
り
、
社
会
生
日
上
の
義
務

の
草
花
務
h

又
は

を
不
作
為
不
法
行
為
に
限
ら
ず
、
J

仏
く
作
為
不
法
行
為
に
関
し
て
も
想
定
す
る
た
め
の
理
論
的
京
地
が
形
成
さ
れ
た
と
言
え
よ
う

υ

こ
の
民
ポ
不
法
を
め
ぐ
る
論
苧
を
経
て
到
達
し
た
現
存
の
ド
イ
ツ
民
法
学
説
の
通
説
は
、
侵
害
行
為
の
態
様
を
直
長
侵
害
と
同
長
μ
し民主ロに

r

蜘
J

一一湖」

区
別
し
、
そ
れ
に
出
じ
て
権
利
法
議
侵
合
に
よ
る
違
法
性
の
俄
表
を
認
め
る
か
山
口
か
を

μ別
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
】
す
な
わ
ち
、

戸川

声
接
侵
市
東
日
に
つ
い
て
は
不
法
の
実
体
を
権
利
・
法
益
侵
五
口
に
求
め
、
或
い
は
、
権
利
・
法
祈
侵
直
行
(
又
は
そ
れ
ら
の
さ
し
迫
っ
た
危
荊
化
)

北法57(4-17:;)1705



日見

mm〉

(
実
質
的
に
)
肯
定
し
、
他
方
で
間
接
伝
常
に
つ
い
て
は
不
法
の
夫
体
を
行
為
義
務
違
反
に
求
め
、
山
内
い
は
、

戸
川
明
~

権
利
・
法
，
盆
侵
害
に
よ
る
進
法
件
の
徴
表
を
百
定
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
通
説
は
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。

に
よ
る
違
法
性
の
徴
去
を

4 

H附

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
在
の
通
説
が
牡
会
生
活
上
の
草花
務
を
帰
責
要
件
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
こ
の
義

(
刷
~

務
が
作
為
不
法
行
為
と
不
作
為
不
法
行
為
の
双
ん
に
お
い
て
問
題
と
な
り
得
る
と
い
う
点
で
は
こ
れ
ら
の
学
説
に
争
い
は
な
い
。
そ
し
て
、

一制一

こ
れ
ら
の
学
説
の
多
く
は
、
社
会
生
活
上
の
義
務
を
、
間
按
仮
宮
川
(
不
作
為
不
法
行
為
は
通
常
こ
こ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
以
わ
れ
る
)
の

随

一

一

蹴

追
法
性
(
及
び
ム
引
責
性
)
を
片
品
健
つ
け
る
も
の
と
し
て
伏
間
引
け
て
い
る
つ

以
上
の
よ
う
に
、
行
為
小
法
論
の
展
開
に
伴
い
行
為
義
務
違
反
が
不
作
為
不
法
行
為
・
作
為
不
法
行
為
を
問
わ
ず
に
y

仏
く
進
法
性
を
基
縫

づ
け
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
伴
い
、
社
会
生
活
上
の
義
務
が
作
為
不
法
行
為
に
際
し
て
も
想
定
さ
れ
何
る
こ
と
が
理
論
上
則

戸町一

白
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
作
為
不
法
釘
為
で
の
社
会
生
出
卜
の
義
務
に
は
、
第
一
に
、
現
代
の
筏
術
化
さ
れ
た
社

会
に
お
け
る
危
殆
化
行
為
の
増
加
の
巾
で
、
不
法
行
為
構
成
出
火
件
の
違
法
な
実
現
と
円
す
べ
き
け
象
を
(
ド
イ
ツ
の
)
畑
中
囚
果
関
係
理
論

w
-

に
よ
る
よ
り
も
欽
く
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
法
行
為
の
成
合
の
検
討
を
有
立
義
な
も
の
と
す
る
と
い
う
機
能
が
認
め
ら
れ
る
と
き
れ
る

J

し
か
し
、
こ
こ
で
社
会
生
活
卜
の
義
務
に
要
求
さ
れ
た
機
能
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
じ
フ
ォ
ン
・
ハ

l
ル

(
ヨ
吉
田
三
)

に
よ
れ
ば

ド
イ
ツ
の
裁
判
例
は
、
次
に
見
る
「
ム
引
責
件
関
連
の
短
縮
(
〈
2
Z
2
z完
ヰ
2Af12月
一
三
与
の
日
ず
の
戸
五
2
)
」
に
よ
る
青
(
粁
の
厳
格
化
を
意
凶

日

す
る
と
き
に
も
、
作
為
不
法
行
為
に
つ
い
て
社
会
牛
活
卜
の
義
務
を
問
題
と
し
て
い
た
-
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
社
会
生
活
上
の
義
務
の

事
案
に
お
け
る
違
法
性
と
有
責
性
の
関
係
、
社
会
生
活
上
の
義
務
の
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
体
系
へ
の
伏
情
付
け
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
論

じ
ら
れ
て
き
た
c

そ
こ
で
、
次
款
で
は
、
こ
の

「
有
責
性
関
連
の
短
縮
一
に
つ
い
て
、
右
の
問
題
に
も
簡
単
に
触
れ
な
が
ら
、
検
討
し
て
い

き
た
い

ItiJと57(4・174)1706



配I'l-者責任の再構成 (9) 

(制

)
r
E
R一
戸
戸

C
(
F
H
N
h
t〕)一日戸

Fm)
錦
織
・
前
掲
論
証
(
註
羽
)
一
一
口
頁
以
下
、
山
本
(
宣
)
・
前
掲
「
違
法
性
」
(
註
別
)
九
台
八
頁
参

m
。
但
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一

般
に
、
判
例
は
朴
会
生
日
上
の
+
北
務
を

B
G
B
八
一
一
一
条
項
に
伏
置
判
け
て
い
る
と
さ
れ

7
1
E

「日
E
N
¥
h
E号
F
(
E
N
N
N
r
出品(〕山)、

ま
た
、
山
本

(
E
)

前
掲
「
違
法
性
」
九
台
八
頁
以
下
及
び
阿
前
拘
「
有
責
性
」
(
一
註
別
)

1

ハ
一
頁
は
、
判
例
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
義

務
を
構
成
要
件
又
は
違
法
性
に
結
び
利
け
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
議
y

勅
違
反
と
右
貫
性
を
向
覚
的
に

μ川
し
て
い
る
と
評
価
す
る
ん

が
素
直
で
あ
る
下
と
す
る
つ

相
公
生
川
上
の
兵
務
に
閲
す
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
テ
!
?
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
は
別
と
し
て
、
従
来
わ

が
阿
で
は
詳
し
く
梢
介
・
検
古
川
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
裁
判
例
を
比
較
的
I

仏
く
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
は
山
本
(
官
)
削
拘
一
有

責
性
」
論
文
が
見
ら
れ
る
科
皮
で
あ
る
。
本
柏
で
も
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
学
説
(
の
一
部
)
を
取
り
げ
る
だ
け
で
あ
り
、
社
会
川
活
ト
の

義
務
に
関
す
る
裁
判
例
・
千
引
を
広
く
検
社
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
c

し
か
し
、
社
会
牛
情
上
の
義
務
が
有
吉
性
世
件
に
う
え
た
変
存
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
こ
こ
で
の
問
題
関
心
か
ら
は
、
裁
判
例
及
び
例
別
の
学
説
の
詳
細
な
検
討
は
自
民
が
な
く
、
社
会
宇
活
卜
の
義
務
へ
の
坦
論

的
関
心
を
有
す
る
U
J
以
の
凶
式
的
な
慨
制
で
十
J
M
で
あ
ろ
う
。

(
間
)
日

G
E
施
行
以
降
の
わ
為
不
法
論
の
萌
苛
と
隆
擦
の
過
科
に
つ
い
て
は
、
前
同
達
明

『不
法
行
為
帰
古
論
-
(
昭
和
I
三
作
・
創
丈
引
)
七

七
頁
以
下
(
以
下
「
帰
京
論
」
と
し
て
引
用
)
に
一
礼
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
制
々
の
宇
説
(
エ

y
サ
I
、
フ
ォ
ン
ケ
メ
ラ

l
、
ラ
1
レ〆

ツ
、
シ
ユ
ト
ル
)
に
お
け
る
社
会
生
活
!
の
表
務
の
川
責
要
件
へ
の
位
間
付
け
も
梢
介
さ
れ
て
い
る
つ

戸
川
明
)
山
本
(
立
)
・
前
掲
「
有
貫
性
」
(
註
訓
)
及
び
「
違
法
性
」
(
註
訓
)
参
問
。

(
防
)
錦
織
・
前
嗣
論
文
(
「
弘
別
)
九
八
巻
一
一
号
二
二
頁
以
ド
ー
と
く
に
主
位
、
山
本
(
寸
)
削
掲
「
有
責
性
一
(
註
別
)
五
六
頁
及
び
「
注
法
性
一

(
=
止
問
)
九
五
九
頁
以
下
参
開

(鴎)/一点一

4

Z

Z
司

民

民

0
2
=
日
一
C
)

出
品
ω
例えば、一でま千「三五LL己=】=互伶
2の2η2勾ミ「
2戸己5-弓臼主一壬コ

の
表
務
を
〆
不
小
作
為
の
注
べ
誌
以
性
の
個
所
で
〈
品
州
)
じ
〕
て
い
る
~
コ)

 

ち
な
み
に
、
フ
ォ
ン
目
パ

l
ル
自
身
は
、
同
所
に
お
い
て
、
小
作
為
不

U
行
為
で
は
構
成
以
件
設
当
性
と
進
法
性
は
重
な
り
ん
門
う
こ
と
か
ら
、

担
会
川
活
ト
の
義
務
を
い
ず
れ
に
位
聞
付
け
る
か
と
い
う
議
ぬ
は
実
り
が
な
い
と
し
て
い
る

戸
別
)
『
J
P込

H
E
M
-
E
-
z
h
F
3
5
5
E
;さ
沼
田
宅
内
ミ
三

北法S7(4.1i'J)170i



日見
4 

H附

卜
日
U
E
ロ
η
r
E
主
と
し
て
引
肘
)

戸川州)JFJ『
W
F
E
E
-
F
2
=
括
主
主
与
F
は
、
従
来
、
「
社
会
生
活
保
安
義
務
」
、
「
父
通
安
令
義
務
」
等
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
一
相
で
は
、
こ

の
義
務
が
、
沿
i
T
的
に
公
衆
に
対
し
て
開
設
さ
れ
た
父
通
の
「
安
全
確
保
五
日
F
2
5
巴
一
を
判
的
と
し
て
い
た
と
い
う
点
、
及
び
、
そ
の
後

交
通
に
限
ら
ず
「
社
会
川
活
(
J
1
2
P
F
円
)
」
全
般
に
舷
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
点
に
釘
み
て
、
「
社
会
牛
活
安
全
義
務
」
と
い
う
訳
語
を
あ

て
る
こ
と
に
し
た
。

(悶

)]U-ω戸内肘司-ω
色

白

山

C
(
司
ロ
山
氏
叶
)
叩
∞
N
U
回
同
μ
σ
印
]
戸
叶
N
h
p

(
訓
)
山
本
(
官
)
，
削
掲
「
違
法
性
」
(
註
刻
)
九
立
九

R
以
下
参
照
。

(
別
)
一
九
山
紀
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
に
は
、
口
叶
H
H
ω
N
一
な
ぜ
な
ら
、
耕
地
を
耕
さ
な
い
者
、
ブ
ド
ウ
つ
る
を
後
か
ら
植
え
な
い
者
、

同
様
に
、
水
道
を
傷
ん
だ
ま
ま
容
れ
る
音
は
、
ア
ク
ィ
リ
ヴ
ス
法
に
よ
っ
て
責
め
を
負
わ
さ
れ
な
い
(
三
百
二
一
E
p
m
E
E
ロ
2
Z
E
Z
E
-
-
2
三

百
耳
切
口
E
E
C
百
三
号
己
E
E
E
L
2
2
ω
2
ロ
ド
Z
臣
官
官
E
Z
ア
『
官
〉
S
E
-
-
E
ロ
o-二
2
2
ミ
)
一
を
め
ぐ
り
、
不
門
為
不
法
行
為
の
成
げ
に

つ
い
て
争
い
が
あ
り
、
日
G
R
施
行
以
前
の
一
ブ

f
ヒ
裁
判
川
も
、
普
通
法
の
卜
で
、
不
作
為
不
法
行
為
の
成
止
に
慎
E
な
態
度
を
採
っ
て
い
た
。

従
っ
て
、

B
G
日
施
行
後
山
も
な
い
頃
、
不
作
為
不
法
行
為
の
成
す
に
明
文
を
も
っ
て
言
及
し
て
い
な
い

B
G
B
の
下
で
、
社
会
ヰ
情
上
の
義

務
を
介
し
て
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
の
E
五
は
大
き
か
っ
た
〈
主
〈
回
日
戸
川
三

)(22())
出
2
h
E
m
σ
E
E
f
-
M
Z
h

(
説
)
個
別
の
件
了
説
を
詳
酬
に
見
れ
ば
、
結
果
不
法
論
の
す
場
に
す
っ
と
見
ら
れ
る
学
説
に
は
、
社
会
止
活
の
義
務
を
布
責
併
に
位
置
付
け
る
も

の
が
見
ら
れ
る
)
例
え
ば
、
日
「
E
E
E
R
何
ロ
ぬ
の
E
E
P
D
戸
(
)
(
E
N
N
K
)
担
お
に
山
国
h
H
m
H
叶
{
}
合
口
は
社
会
生
活
上
の
義
務
を
有
吉
性
の

問
題
と

L
C
位
間
付
け
、
F
F
r
J
忌
「
2
2
己
主
E
ミ
要
吉
ロ
ゴ
ミ
ミ
ミ
守
ご
(
M
P
雪
山
戸
h
J
7
2
「
。
一
吉
『
-
凶
(
)
(
)
日
)
一
回
N
m
u
俗
芸
戸
出
、
E
F
E
お
は

不
作
為
の
違
法
性
と
有
責
性
の
以
ん
に
伏
置
付
け
る
(
さ
ら
に
言
え
ば
、
本
土
の
フ
ラ
ッ
ト
の
見
解
に
も
注
法
性
と
有
責
件
を
区
別
し
て
い
な

い
か
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る

τ
こ
れ
は
作
為
不
法
れ
九
に
つ
い
て
、
権
利
・
法
詐
侵
害
則
違
法
と
い
う
i

止
ぬ
か
ら
、
れ
態
の
義
務
違
反

川
口
は
右
貫
性
的
レ
ベ
ル
で
判
断
さ
れ
る
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
尚
一
証
般
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
個
別
の
ザ
以
の
分
析
を
目

的
、
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
学
説
で
は
社
会
生
前
上
の
衣
務
、
と
有
責
性
の
関
係
に
つ
い
て
志
識
的
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
学
引
の
詳
細
に
は
す
ち
入
ら
な
い
。

(
問
)
山
本
二
口
)
・
前
掲
一
有
責
件
」
(
註
問
)
主
六
頁
及
び
同
一
違
法
性
」
(
一
山
別
)
九
l

ハ
口
氏
N
U
下
参
田
〈
E
z
n
F
回
ユ
去
の
旨
E
F
口
、

kwz-zベ
-
r
p
(
Z
E
Z
A
)
F
H
お
お
⑦
)
一
回
N
3
日
『
『
出
お
合
「
『
一
円
2
E
戸
川
』
(
)
(
『
づ
=
い
山
凶
日
)
同
N
]
戸
(
)
日
H
(
)
合
「
子
出
品
h
r
ム
山
一
何
m
m
F
J同
¥
目
。

FE戸〔一「泊三匹目立え司、hFWF
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配I'l-者責任の再構成 (9) 

国〔
H

H

叶

σ

日
(
円
勺
戸
内
Z

の--の円∞

ro--
五
ロ
ロ
ZFυ

の
ロ
ユ
〕
〉
戸
F
E
N
C
C
C
)

初
回
目
印
坦
。
]
戸
内
匂
目
。
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ま
た
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双
ん
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位
置
付
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兄
ら
れ
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も
の
と
し
て
、
前
江
町
間
参
問
。

こ
れ
ら
の
見
解
の
う
ち
、
社
会
q
活
ト
の
義
務
を
構
成
法
件
に
位
置
付
け
る
見
解
に
対
し
て
は
、
不
門
為
不
法
行
為
に
閲
す
る
フ
ォ
ン
・
パ
ー

ル
の
批
判
(
，
問
=
乱
揃
参
問
む
が
妥
当
し
よ
う

(
断
)
作
為
不
法
行
為
に
つ
い
て
社
会
止
活
ー
の
義
務
に
一
μ
投
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る
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は
、
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事
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第

款

社
会
牛
活
卜
の
義
務
と
「
有
古
(
性
閃
連
の
短
縮
」

「
有
責
性
関
連
の
奴
縮
」
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
ま
ず
、
そ
も
そ
も
社
会
生
活
上
の
義
務
に
お
け
る
進
法
性
と
有
声
、
性
の
関
係
が
ト
イ
ツ

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

既
に
述
、
へ
た
(
本
節
第
一
款
)
よ
う
に
、
社
会
生
活
上
の
義
務
た
る
行
為
義
務
が
帰
責
要
件
の
中
で
違
法
件
に
位
同
刊
け
ら
れ
る
こ
と
は
、

B
G
B
施
行
以
降
、
ド
イ
ツ
民
法
学
説
で
は
刷
知
の
よ
う
に
過
失
の

客
観
化
、
す
な
わ
ち
、
過
失
l
行
為
者
の
心
料
状
態
と
い
う
理
解
か
ら
過
失
l
行
為
義
務
違
反
と
い
う
理
解
へ
の
推
移
が
見
ら
れ
た
。
そ

こ
で
、
過
失
と
社
会
生
活
上
の
義
務
の
関
係
が
問
題
に
な
る
と
同
時
に
、
従
米
過
失
が
欣
置
付
け
ら
れ
て
き
た
有
責
件
と
こ
の
義
務
の
関
係

現
在
の
ド
イ
ツ
民
法
学
説
に
お
い
で
ほ
ぼ
争
い
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

が
い
か
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
か
が
問
題
に
な
る
の

こ
の
社
会
生
活
上
の
義
務
と
有
責
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
結
果
不
法
論
の
止
場
か
ら
社
会
生
日
前
上
の
表
務
違
反
を
有
責
性
に
伏
世
引
け
る

一日

見
解
を
別
と
し
て
、
一
部
に
は
、
過
失
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
過
責
判
断
と
社
会
生
活
上
の
義
務
違
反
の
判
断
が
重
な
り
合
う
と
す
る
見
解

や
有
責
性
判
断
を
不
要
と
す
る
見
解
の
よ
う
に
、
有
責
性
要
刊
に

(青
H

任
能
力
要
件
等
を
除
い
て
)
社
会
生
活
上
の
義
務
と
は
別
個
の
固

配I'l-者責任の再構成 (9) 

有
の
意
義
を
認
め
な
い
見
解
も
兄
ら
れ
る
も
の
の
、
多
数
一
説
は
社
会
ヰ
活
卜
の
義
務
違
反
と
過
失
を

μ別
L
、
有
責
件
に
凶
有
の
窓
表
を
残

そ
う
と
す
る
コ
す
な
わ
ち
、
多
数
説
は
、
在
制
的
過
失
説
の
1

げ
場
に
立
ち
な
が
ら
、
有
声
、
性
と
し
て
の
過
失
に
お
い
て
、
社
会
牛
活
卜
の

義
務
に
お
い
て
定
山
一
き
れ
る
行
態
義
務
よ
り
も
程
度
の
低
い
(
よ
り
具
体
的
事
情
に
着
口
し
て
額
型
化
さ
れ
た
)
行
態
義
務
に
関
す
る
判
断
、

一叫」

成
い
は
、
行
為
者
の
、
土
観
的
桜
態
に
関
す
る
判
断
を
行
お
う
と
し
て
い
る
c

例
え
ば
フ
ォ
ン
・
パ

l
ル
は
、
間
接
侵
合
に
お
い
て
最
高
ー
肢
の
外
的
引
い
立
で
あ
る
社
会
ヰ
活
卜
の
義
務
が
違
法
性
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、

戸山一

過
責
と
し
て
の
過
失
に
は
内
的
注
意
、
す
な
わ
ち
、
客
観
的
に
許
附
さ
れ
る
べ
き
心
刑
判
的
な
、
引

E
深
さ
が
残
る
と
し
、
こ
の
内
的
注
意
と
は
、

北法57(4-181)1713



日見

裁
判
令
に
よ
り
定
I

止
さ
れ
た
仁
川
態
胤
範
に
対
す
る
違
反
及
び
そ
の
打
態
規
範
を
生
じ
さ
せ
る
事
実
に
関
す
る
前
提
の
認
識
可
能
性
市
ぴ
に
同

避
叫
能
性
と
い
う
要
点
か
ら
な
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
内
的
引
意
に
お
い
て
、
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
事
情
の
認
識
叫
能
性
と
個
人
的
な

一川〕

義
務
版
行
の
期
待
リ
能
性
を
問
題
と
す
る

J

そ
し
て
、
こ
の
内
的
注
立
で
な
さ
れ
る
接
請
は
、
外
的
H
意
で
な
き
れ
る
最
高
度
の
安
請
と

一刻一

は
異
な
り
、
そ
れ
よ
り
も
侭
い
も
の

(
7そ
の
行
為
者
に
最
も
近
い
社
会
的
カ
テ
ゴ
ワ

l
L
に
合
わ
せ
ら
れ
た
人
的
尺
度
乙
で
あ
る
と
す
る
。

一間」

ま
た
、
ド
イ
チ
ュ

(
3
2
z
o
E
)

は
、
社
会
牛
川
上
の
義
務
の
違
反
に
つ
い
て
の
責
任
は
過
責
を
要
刊
と
し
、
こ
の
過
責
で
問
題
と
な
る
の

(

町

一

間

一

は
人
的
注
意
と
し
て
の
外
的
、
何
青
山
及
び
内
的
注
意
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
内
的
、
引
窓
で
問
題
と
な
る
の
は
、
義
務
の
版
行
の
認
識
(
社

会
牛
活
卜
の
義
務
を
某
礎
づ
け
る
事
情
と
そ
の
義
務
の
認
識
可
能
性
)
と
期
待
川
能
性
で
あ
る
と
す
る
と
見
ら
れ
る

υ

4 

H附

社
会
生
前
上
の
義
務
と
有
責
併
の
関
係
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
の
以
卜
の
よ
う
な
状
況
か
ら
は
、
こ
の
ド
イ
チ
コ
の
見
解
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
有
責
性
と
し
て
の
過
失
に
お
い
て
適
切
な
打
態
と
し
て
の
外
的
作
品
思
を
も
要
求
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
社
会
生
活
上
の

義
務
と
右
責
件
を
区
別
す
る
見
解
の
多
く
は
、
こ
の
有
責
件
の
段
階
で
特
に
義
務
を
基
礎
づ
け
る
事
情
及
び
義
務
遺
以
の
認
識
可
能
性
と
義

阻
一

務
履
行
の
期
待
可
能
昨
を
問
題
と
し
て
い
る
言
え
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
有
声
、
昨
の
問
題
と
し
て
再
要
な
位
置
を
内
め
る
の
は
、
義
務
を

慕
礎
づ
け
る
事
枯
及
び
義
務
白
休
の
認
識
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
と
一
門
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
c

し
か
し
、
こ
の
「
義
務
を
恭
健
つ
け
る
事
情
」

の
認
識
叫
能
性
を
ど
の
よ
う
に
拠
え
る
か
に
関
し
て
、
学
説
の
見
解
は
必
ず
し
も
一
致
し

て
い
な
い
-
す
な
わ
ち
、
学
説
で
は
、
行
為
草
花
務
を
生
じ
さ
せ
る
祁
ポ
情
の
認
識
可
能
性
と
し
て
、
具
体
的
な
法
訴
の
侵
工
口
危
険
の
認
識
を

をも
要た
求ら
t -t 
る諸
に事
と悩
どの
ま剖

同か

る i龍
か四l
二能
百 f牛
いキ

換ぞ
え専

れ 求
I! す

る
具和
イ本 M 、
百J ふ

~ ii 
Fちと
111'1: 

E品
り前

与法
江主主
貯の
は侵

百 害

保 12
P忠
良去
の 同
工 を

克ち
す，

ロ
自BE 
竺'J';，主

ま事
c' n寺
E の
求 認
す議
る刊

か程

そ
れ
と
も
抽
象
的
な
法
益
侵
害
の
予
見
川
能
件
(
抽
象
的
危
険
の
予
見
川
能
性
)
を
要
求
す
る
に
と
と
ま
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
争
い
が

見
ら
れ
る
ロ
そ
し
て
、
こ
の
争
い
は
、
社
会
止
活
よ
の
義
務
を

B
G
B
八
二
条
項
に
位
置
付
け
る
の
か
、

そ
れ
と
も

B
G
B
八
一
一
一
条

ItiJと57(4・182)1714



二
項
に
併
置
付
け
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
見
解
の
相
違
に
も
影
響
す
る
r

こ
の
争
い
に
つ
い
て
、

ド
イ
チ
ュ
や
フ
ォ
ン
・
パ

l
ル
に
代
表
さ
れ
る
、
抽
象
的
な
法
益
侵
半
口
の
予
見
川
能
仲
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
る

見
解
は
、
そ
の
朱
伎
に
、
具
体
的
危
殆
化
庁
了
十
侵
害
を
理
問
と
す
る
過
失
責
任
は
、
技
術
化
き
れ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
は
多
く
の
危
険
な

行
能
し
が
前
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
非
常
に
制
約
さ
れ
た
も
の
と
な
る
た
め
、
抽
象
的
危
殆
化
を
瓜
白
ー
と
す
る
過
失
寅
任
を
認
め
る
こ
と
に

戸
川
M

一

よ
る
調
撃
が
必
安
で
あ
る
と
の
認
識
が
存
在
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
c

す
な
わ
ち
、
具
体
的
危
険
の
予
見
川
能
件
な
く
し
て
権
利
止
は
法

益
が
侵
市
東
日
さ
れ
、
且
つ
、
ー
恥
悩
を
認
め
る
に
情
す
る
場
令
が
存
十
社
す
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
某
ワ
き
、
こ
れ
ら
の
論
者

は
、
過
青
ハ
は
社
会
止
活
上
の
義
務
違
反
だ
け
に
関
連
す
れ
ば
よ
く
、
権
利
又
は
法
益
の
侵
害
に
関
連
す
る
必
要
は
な
い
、

危
険
を
某
礎
づ
け
る
諸
事
情
と
義
務
違
反
の
認
識
可
能
性
が
あ
れ
ば
よ
く
、
日
八
体
的
危
険
乃
主
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
事
情
の
認
議
叫
能
性
は

必
要
が
な
い
と
す
る
c

こ
の
よ
う
に
右
責
性
の
連
結
点
を
権
利
止
は
法
訴
の
具
体
的
危
殆
化
乃
A
L
U
H
合
か
ら
そ
の
前
段
階
で
あ
る
義
務
違

つ
ま
り
、
抽
象
的

配I'l-者責任の再構成 (9) 

反
へ
と
移
動
す
る
白
'
に
、
「
有
責
件
関
連
の
短
縮
」
が
請
ら
れ
、
こ
の
「
有
五
件
関
連
の
短
縮
」
は
作
為
不
法
行
為
の
場
凶
で
の
社
会
生
活

一

剛

一

戸

川

川

一

上
の
義
務
の
第
一
の
機
能
で
あ
る
が
、
(
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
昨
軒
者
責
任
の
よ
う
な
)
不
作
為
不
法
行
為
の
場
而
に
つ
い
て
も
認
め

(
W
 

ら
れ
る
と
さ
れ
る
じ
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
苫
は
、
社
会
生
活
上
の
義
務
違
以
に
つ
い
て
の
責
任
に
お
い
て
「
有
責
性
関
連
の
短
縮
一
を

{削

肯
定
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
義
務
を
、
同
憾
に
こ
の
知
縮
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る

B
G
B
八
二
今
二
条
一
点
へ
と
整
除
す
る
υ

こ
の
よ
う
な
「
有
責
性
関
連
の
短
縮
」
を
白
定
す
る
兄
解
(
肯
定
説
)

に
対
し
、
批
判
の
急
先
鋒
と
な
っ
た
の
が
シ
コ
ト
ル

(
出
「

C
一

]

)

い
わ
ゆ
る
胤
範
門
的
論
に
関
す
る
そ
の
論
文
の
巾
で
、

B
G
B
八
二
二
条
二
項
で
は
規
範
達
以
だ
け
が
不
法
行
為
構

あ
る

υ

ン
ュ
ト
ル
は

成
要
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
有
責
件
は
規
範
達
以
だ
け
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
れ
ば
よ
く
、
侵
中
川
結
米
や
損
中
川
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
必
要

は
な
い
と
し
て
「
有
貫
性
関
連
の
奴
縮
」
を
認
め
る
通
説
に
対
し
、
こ
の
場
合
に
も
責
仔
設
定
的
利
訴
侵
合
は
規
範

U
的
論
に
よ
り
ヨ
リ
詳

し
く
決
定
さ
れ
る
不
法
行
為
構
成
要
件
に
属
す
る
と
の
形
式
的
論
拠
で
も
っ
て
反
論
し
た
上
で
、

そ
の
実
質
的
論
拠
と
し
て
以
十
の
よ
う
に で

北法57(4-18:;)1715



日見

た
仁
す
な
わ
ち
、
通
説
に
従
え
ば
、
危
殆
化
祭
止
が
抽
象
的
は
つ
一
般
的
に
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う

述

4 

H附

保
護
法
山
岨
注
反
に
つ
い
て
の
責
任
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
る
と
い
う
受
け
入
れ
が
た
い
結
果
と
な
り
、
包
折
的
な
安
全
規
定
に
よ
り
責
任
リ
ス

ク
を
恋
青
山
的
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

J

そ
し
て
、
シ
コ
}
ル
は
、
抽
象
的
危
始
化
祭
H
出
品
範
{
疋
立
の
基
礎
に
世
か
れ
て
い
る
経
験

則
は

JH
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
(
H
に
よ
り
価
値
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
経
験
価
値
に
よ
る
修
正
を
受
け
、
そ
の
禁
止
規
範
違
反
が

直
ち
に
、
規
範
定
立
者
が
見
肢
い
て
い
た
危
険
の
発
生
を
行
為
者
が
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
且
つ
予
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の

批
跡
と
し
て
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
、
へ

B
G
B
八

予
見
可
能
性
を
要
刊
と
す
る

二
二
条
一
項
つ
い
て
も
原
則
と
し
て
胤
範
定
1
4
有
の
見
抜
い
て
い
た
危
険
の

戸
川
四

(
出
品
範
違
反
は
こ
の
子
見
が
可
能
で
あ
っ
た
と
の
一
見
の
証
明
し
か
も
た
ら
さ
な
い
)

B
G
B
八
二
久
本

反
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
、
ン
コ
ト
ル
の
見
解
は
、
同
じ
く
「
有
青
(
性
関
連
の
知
縮
一
一
が
間
忠
と
な
る
社
会
生
活
卜
の
義
務
に
関
し
て
も
変

当
す
る
は
ず
で
あ
り
、
況
に
、
ン
ユ
ト
ル
は
そ
の
後
、

フ
ォ
ン
・
パ

l
ル
の
教
授
資
格
取
得
論
文
に
つ
い
て
の
書
許
の
中
で
、
社
会
生
活
上
の

義
務
に
お
い
て
「
有
賓
性
関
連
の
短
縮
」
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ン
ュ
ト
ル
は
、
「
不
法
行
為
法
は

具
体
的
な
権
利
侵
害
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
具
体
的
な
危
帰
化
祭
止
だ
け
を
定
立
す
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
「
抽
象
的
危
始
化

禁
止
に
反
す
る
と
き
に
は
具
体
的
な
侵
雫
結
果
が
ほ
と
ん
ど
常
に
予
見
叫
能
で
あ
り
、
従
っ
て
名
門
的
な

『有
吉
川
性
関
連
の
初
縮
し
が
用
い

{町

ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
し
か
な
い
」
と
し
て
、
「
有
責
件
関
連
の
短
縮
」
を
認
め
る
パ
ー
ル
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
υ

ム
引
力
な
学
説
は
こ
の
よ
う
な
シ
ユ
ト
ル
の
見
解
、
と
く
に
こ
の
シ
ユ
ト
ル
の
最
後
の
論
拠
に
川
調
し
、
社
会
生
活
上
の
義
務
の
有
責
な
追

反
は
そ
の
義
務
に
よ
り
保
議
さ
れ
て
い
る
権
利
伝
害
に
ム
ヱ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
に
有
責
な
権
利
H
H
芹
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
苦
え
ら
れ
な

一制」

い
と
し
て
「
有
責
性
関
連
の
短
縮
一
を
白
光
す
る
(
否
定
説
)

C

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
苫
は
通
常
、
こ
の

r

助

走
す
る
こ
と
も
あ
り
、
社
会
牛
活
卜
の
義
務
を

B
G
R
八
一
一
二
条
一
項
へ
と
整
除
す
る
【

「
有
責
性
悶
速
の
短
縮
一
を
丙

な
お
、
こ
れ
ら
の
合
疋
説
に
対
し
て
は
、
肯
定
説
の
側
か
ら
の
反
論
の
試
み
も
見
ら
れ
る
。

B
G
B
八
三
三
万
二

フ
ォ
ン
・
パ
ー
ル
は
、

ItiJと57(4・184)1716



反
に
お
け
る
「
有
責
性
悶
速
の
短
縮
」
を
百
定
す
る
前
注
の
、
ン
ユ
ト
ル
の
見
解
に
対

L
、
行
政
巾
l
い
周
の
過
度
の
要
請
に
は
民
事
法
上
拘
束
さ

れ
得
な
い
と
し
た
上
、
さ
ら
に
、
具
体
的
危
険
の
子
凡
可
能
性
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
と
、
山
胤
範
{
疋
烹
苫
が
専
門
家
の
判
断
に
従
っ
て
防
止

一川目

す
る
も
の
と
し
て
い
た
危
険
の
予
見
可
能
性
が
非
専
門
家
の
す
場
か
ら
判
断
さ
れ
、
損
害
予
防
に
と
っ
て
有
台
で
あ
る
と
し
て
反
論
す
る
。

さ
ら
に
、
ド
イ
チ
ユ
は
、
内
け
動
市
半
通
転
者
が
人
気
の
な
い
道
で
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
す
ぎ
て
走
行
し
て
い
た
と
き
に
酔
つ
一
払
い
が
道
路
を
横
切

り
、
そ
の
運
転
者
に
と
っ
て
そ
の
こ
と
が
予
見
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
例
を
持
ち
出
し
て
、
具
体
的
危
険
の
予
見
可
能
性
が
な
い
に
も
か
か

一
似
)

わ
ら
ず
回
目
半
口
が
牛
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
つ

「
有
青
ハ
性
関
連
の
知
縮
」
に
関
す
る
ド
イ

y
で
の
議
論
の
状
況
は
概
ね
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
を
引
く
の

は

一
方
で
は
、
再
定
説
も
現
実
に
行
わ
れ
た
個
々
の
H
K
害
行
為
を
詳
細
に

F
見
し
て
い
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
「
れ
わ
れ
た
侵
宍
と
同
種
の
侵
害
の
一
般
的
な
チ
見
可
能
性
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
個
別
の
似
害
の
詳
細

刊
日

な
予
見
可
能
性
ま
で
は
必
要
が
な
い
と
す
る
υ

こ
の
内
'
は
後
述
す
る

(
本
節
第
一
款
)
州
象
的
危
険
に
つ
い
て
の
よ
貝
任
と
有
責
性
原
刑
判
と

の
訓
相
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
る
が
、
例
え
ば
「
有
責
性
関
連
の
奴
縮
」
に
対
す
る
批
同
の
先
鋒
と
な
っ
た
、
ン
コ
ト
ル
も
、
社
会
止
活
上
の

配I'l-者責任の再構成 (9) 

義
務
の
発
展
の
中
で
過
責
の
要
求
が
弱
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
そ
の
発
展
は
法
律
の
体
系
に
内
在
的
な
継
続
形
成
の
範
阿
に
と
ど
ま

r

削

る
」
と
述
べ
る
の
さ
ら
に
、
，
h
口
定
説
に
立
つ
論
者
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
社
会
牛
活
上
の
義
務
違
反
に
恭
つ
く
責
任
を
肯
J

疋
し
て
い
る
か

は
、
専
門
家
に
も
一
行
易
に
気
づ
か
れ
得
な
い
医
学
専
門
書
の
印
刷
ミ
ス
の
結
果
と
し
て
忠

吉
に
破
滅
的
損
害
が
生
じ
る
と
き
に
は
、
そ
の
ミ
ス
の
凶
避
の
た
め
に
州
版
有
に
「
極
度
の
緊
張
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
一
認
め
て
い
る

υ

を
見
る
と
、
例
え
ば
カ
ナ
1
リ
ス

(円

E
E
H
J
M
)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
印
刷
ミ
ス
と
忠
者
へ
の
身
体
伝
害
の
闘
に
医
師
の
行
為
が
介
在
す
る
こ
と
か
ら
、
現
支
に
生
命
・
身
体
と
い

「
山
間
一

う
法
益
が
危
恰
化
さ
れ
て
い
る
と
は
一
六
円
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

他
方
で
、
川
象
的
危
殆
化
防
リ
胤
範
が

4
J
止
さ
れ
る
と
き
に
は
通
常
あ
る
種
の
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
を

U
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み

北法57(4-18;))1717
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オし
ぱ

そ
の
違
反
に
際
し
て
具
体
的
危
険
の
チ
見
可
能
性
が
全
く
な
い
と
す
る
こ
と
に
も
疑
問
を
感
じ
よ
う
υ

例
え
ば
、
抽
象
的
危
険
の
子

凡
可
能
性
し
か
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
例
と
し
て
ド
イ
チ
ュ
の
挙
げ
る
例
を
見
る
と
、
速
度
注
反
を
犯
す
白
動
車
運
転
者
に
と
っ
て
は
、

4 

H附

速
度
制
隈
が
自
動
一
半
に
よ
る
他
人
の
物
(
白
動
車
等
)

や
人
は
の

(
街
突
や
そ
の
誘
発
に
よ
る
)
危
殆
化
を
防
止
す
る
こ
と
を

H
的
と
し
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
規
範
違
反
に
際
し
て
こ
れ
ら
の
危
殆
化
が
現
に
存
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
全
く
予
見
し
得
な
い
と
す
る
こ
と
に
は

一川

疑
問
が
残
る
c

こ
の
こ
と
は
パ

l
ル
が
、
非
専
門
系
の
判
断
が
専
門
家
の
判
断
に
代
る
と
し
て
台
定
説
に
以
諭
し
て
い
る
内
、
に
つ
い
て
も
、

そ
の
非
専
門
家
に
と
っ
て
の
下
見
川
能
院
を
完
全
に
は
訂
定
し
符
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
同
様
に
言
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
T

市
川
{
疋
説
も
実
質
的
に
は
抽
象
的
危
険
に
つ
い
て
行
為
者
に
責
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
他
卜
力
で
作
円
定
説

が
抽
象
的
危
険
に
つ
い
て
行
為
苫
に
責
め
を
負
わ
せ
る
と
き
に
は
具
体
的
危
険
の
下
見
可
能
性
も
存
在
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
両
者
の

「凶

見
解
で
結
論
に
尤
異
は
生
じ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
仁
結
い
周
の
と
こ
ろ
、
山
苫
の
見
解
の
対
立
は
、
具
体
的
危
険
に
つ
い
て
安
求
さ
れ

る
「
同
種
の
侵
害
の
一
般
的
下
見
一
川
能
件
」
を
ど
の
程
度
広
く
促
え
る
か

)
れ
を
狭
く
捉
え
れ
ば
「
有
責
性
関
連
の
叙
縮
」
が
必
安
と
な

り
、
広
く
糾
え
れ
ば
不
安
と
な
ろ
う
)
に
由
来
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
問
題
の
木
賞
は
、
有

↓
只
性
原
理
の
観
凸
'
か
ら
、
「
同
積
の
侵
害
の
般
的
予
見
川
能
性
一
を
広
〈
従
え
る
こ
と
、
或
い
は
、
抽
象
的
危
険
に
つ
い
て
行
為
者
に
責

め
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
汗
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
討
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
事
案
の
状
況
に
応
じ
て
と
の
よ
う
な
場
合
に
、
再
定
説
の
↓
一
ワ
つ
「
同

積
の
侵
害
の
般
的
予
見
可
能
性
」
、
或
い
は
、
自
定
説
の
一
汗
う
川
象
的
危
険
の
予
見
川
能
性
が
認
め
ら
れ
、
行
為
者
に
責
停
が
負
わ
さ
れ

る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
川
い
わ
れ
る
υ

そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
川
積
の
侵
芹
の
一
般
的
予
比
叶
能
性
」
或
い
は
州
象
的
危

険
の
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
行
為
者
に
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
「
有
責
性
関
連
の
知
縮

に
つ
い
て
の
見
解
の
対

立
が
結
論
に
お
い
て
茅
異
を
も
た
ら
さ
な
い
と
す
る
と
き
、
ま
さ
に
社
会
牛
活
卜
の
義
務
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
成
I

止
す
る
の
か
と
い
う
問

開
時
を
玄
味
し
よ
う
っ

ItiJと57(4・186)1718



こ
の
と
き
、
「
有
責
性
閃
速
の
短
縮
」

に
関
す
る
議
論
の
意
義
は
、
社
会
生
活
卜
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
仔
に
つ
い
て
は

「
同
種
の
侵

合
の
一
般
的
予
見
叫
能
性
」
が
厳
防
相
に
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
、
或
い
は
肯
定
説
の
青
う
抽
象
的
危
険
の
4
J
見
可
能
性
に
某
づ
い
て
行
為
者
に

責
め
が
負
わ
き
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
認
め
ら
れ
よ
う
っ

も
つ
一
と
も
、
具
体
的
危
険
と
抽
象
的
危
険
の
区
別
が
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
は
一
門
え
な
い
。
カ
ナ

l
リ
ス
の
具
体
的
危
険
と
抽
象
的
危
険

一副」

の
定
義
を
加
味
す
る
と
き
、
両
者
の
危
険
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
お
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
対
{
疋
の
権
利
又
は
法
誌
が
現
実
に

危
殆
化
さ
れ
且
つ
理
性
的
な
行
為
者
が
認
識
し
て
い
れ
ば
白
禿
的
に
そ
れ
を
防
止
す
る
で
あ
ろ
う
ほ
と
明
円
な
「
具
体
的
危
険
」
が
あ
る
と

き
に
は
、
直
按
的
な
指
害
同
避
桁
置
を
と
る
戎
務
が
問
題
と
な
り
、
伝
統
的
な
有
責
性
原
理
の
山
場
か
ら
こ
の
義
務
造
反
に
つ
い
て
行
為
者

に
責
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
は

(
客
観
的
過
失
と
有
責
性
原
理
と
の
調
和
と
い
う
問
題
を
別
と
し
て
)
と
く
に
問
題
が
生
じ
な
い
。
こ
れ
に

対
し
、
行
為
時
に
そ
れ
以
前
の
段
階
に
あ
る
「
抽
象
的
危
険
」
し
か
な
い
場
台
、
換
言
す
れ
ば
、
特
定
の
権
利
又
は
法
訴
が
現
実
に
危
殆
化

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
場
台
又
は
危
角
化
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
れ
の
よ
う
な
明
白
性
を
欠
く
場
合
に
は
、
主
と
し
て
直
按
的
日
相
官
U
M避

措
置
以
外
の
措
置
を
な
す
義
務
が
問
題
と
な
り
、
ま
き
に
こ
の
義
務
の
造
反
に
つ
い
て
責
め
を
負
わ
せ
る
と
き
、
現
に
法
益
が
危
帰
化
さ
れ

且
っ
そ
の
こ
と
が
別
円
な
「
具
体
的
危
険
一
を
念
頭
に
置
く
伝
統
的
な
有
責
性
原
川
崎
と
の
副
和
が
問
題
と
な
る
と
巴
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
じ

配I'l-者責任の再構成 (9) 

そ
れ
故
、
こ
の

「
州
象
的
危
険
」
に
つ
い
て
行
為
者
に
責
め
を
負
わ
せ
る
に
は
、
特
別
な
根
拠
が
必
安
と
な
ろ
う
の
そ
し
て
、
社
会
生
活
上

の
義
務
の
発
展
に
伴
っ
て
「
抽
象
的
危
険
」
に
某
づ
く
責
任
を
行
為
者
に
課
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か

h

り
す
れ
ば
、
こ

の
制
別
な
叔
拠
こ
そ
、
社
会
牛
活
卜
の
義
務
の
成
?
斗
恨
拠
ー
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

戸
川
…
)
こ
の
点
に
つ
い
て
既
に
詳
細
に
検
討
す
る
も
の
と
し
て
山
本
(
宜
)

前
掲
「
有
責
判
」
(
一
註
羽
)
ム
ハ
九
頁
以

ο

本
款
の
記
述
は
こ
れ
に

北法57(4-187)1719
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4 

H附

多
く
を
員
、
つ
{
}

戸
川
一
)
前
日
・
前
掲
「
帰
寅
論
」
(
=
乱
泌
)
出
向
ハ
以
卜
、
潮
見
・
前
掲
「
帰
貰
構
造
」
ヰ
日
日
」
日
頁
以
卜
参
附
…
ο

(
印
)
/
~
正
-
r
E
Z
F
E
E
Y
ω
μ
C
(
E
S
N
)
同
N
∞
E
一
∞
百
戸
山
ω
白
山
匂
ω
出
∞
(
作
為
不
法
ノ
れ
為
に
つ
い
て
)

(
山
)
〈
n
-
E
E
Y
o
-
5
E
o
p
p
岱
(
)
(
叶
ロ
2
5
)
占
出
合
山
戸
E
N
h
h
(
い
わ
ゆ
る
同
一
世
侵
舎
に
つ
い
て
)
Z
E
5
¥
同
三
戸
目
玉
~
〆
E
Z
P
ω
(
)
(
司
ロ

ω
凶
凶
)
一
ん
N
U
叶

(
似
)
〈
笠
間
2
日
、
目
。
-
H
E
E
ロ
戸
C
(
司
ロ
印
C
U
)
一
明
N
U
J
J
目
立
日
目
=
話
ぬ
の
E
U
R
門
戸
山
C
(
司
ロ
ヨ
)
以
)
同
ド
H
H
日
h
M
5
h
も
川
旨
と
忠
わ
れ

る
り
さ
ら
に
ヴ
ィ
l
ト
ヘ
ル
タ
!
の
見
解
に
つ
い
て
、
前
回
目
前
掲
「
帰
責
論
」
(
註
泌
)
陥
頁
以
下
参
岡
山
(
但
し
、
ヴ
ィ

1
ト
ヘ
ル
タ

I
は

担
会
川
活
ト
の
義
務
を
構
成
要
件
県
素
と
す
る
)
{
}

戸
川
山
)
こ
れ
に
対
し
て
キ
鋭
的
過
失
説
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
社
会
生
活
上
の
義
務
と
有
責
性
を
区
別
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
t
n
-
'

(
げ
戸
何
回
目
E
Z
一
戸
山

O
(
守
口
N
U
H
)
山
戸
ω
N
(
権
利
侵
害
の
認
識
を
問
凪
と
す
る
)
号
苫

6
完
与
さ
-
E
E
F
品
百
二
戸
町
田
N
ω
〉
百
円
出
(
U』仙
J

ド
ロ
下
の
号
円
(
F
E
ぬ
)
同
ミ
ヲ
民
主
、
M
H
D
b
S
豆
、
ミ
一
喝
(
句
作
玩
R
N
3
w
a
H
~
F
泊
ヘ
旨
コ
子
二
回
己
戸
(
』
円
回
日
r-cy
円
一
H
C
念
公
)
一
沼
山
叶
山
河
田
己
】

F
同

J
P
M
出
(
)
(
日
り
ロ
⑦
(
)
出
)

山
凶
吋
∞

(λ

竹
貰
性
と
し
て
の
過
牛
〈
に
お
い
て
山
判
的
注
意
の
違
反
H

法
規
違
反
の
認
識
可
能
川
口
と
回
避
川
町
能
仲
を
問
題
と
す
る
)

な
お
、
ブ
寸
ン
ケ
メ
ラ
l
は
、
他
人
の
過
責
に
つ
い
て
契
約
外
で
責
任
を
負
、
っ
と
き
に
は
リ
ス
ク
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
ご
こ
こ
で

は
H
G
H
八
今
一
条
は
明
示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
仮
に
H
G
H
八
今
一
条
が
こ
の
り
ス
ク
直
仔
に
含
ま
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
院
督
義

務
者
が
責
仔
を
負
う
の
は
、
そ
の
占
に
人
的
非
難
と
い
う
E
味
で
の
監
骨
卜
の
過
失
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
B
G
E
八
=
=

条
の
実
際
L
L

の
立
兵
の
大
部
分
が
失
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
G
E
八
一
一
条
も
こ
の
リ
ス
ク
責
任
に
合
ま
れ
る
と
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

(
印
)
山
本
(
笠
)
前
拘
「
有
責
性
一
(
註
問
)
六
二
一
民
以
下
参
出
一
c
J
~
E
Z
岳
山
内
o
-
「
山
山

c
qロ
品
C
C
)
日
N
U
U
(
事
前
的
判
断
と
し
て
の

諸
事
情
H
危
険
の
認
識
り
能
性
を
問
題
と
す
る
)
一
マ
国
民
山
口
(
)
(
司
ロ
ピ
(
)
Y
Z
H
寸
己
【
(
山
内
的
、
什
意
の
要
素
と
し
て
規
範
違
反
の
v
d
識

可
能
性
止
ぴ
凶
避
可
能
性
、
規
範
を
慕
従
づ
け
る
事
実
の
認
識
可
能
性
を
問
題
と
す
る
」
7
r
z
z
ω
ω
2
0
(
E
S
U
)
-
3
4
(
違
法
性
の

認
識
可
能
性
を
問
題
と
す
る
)
円
十
日
己
F
P
P
C
(
E
。
(
)
日
)
詑
(
)
司
一
日
N
E
口
(
内
的
注
目

H
f見
、
所
意
、
状
況
に
適
応
ν
U
H
っ
そ

の
中
で
必
誌
な
こ
と
を
認
識
し
と
行
う
準
備
の
で
き
て
い
る
こ
と
を
問
地
と
す
る
)
号
ヨ
戸
位
。
(
『
コ
印
寸
山
)
一
昨
寸
凶
↓
凶
2
2
(
山
門
的

注
E
を
問
題
と
す
る
ブ
ピ
月
E
¥
ロ
E
E
P
D
戸
〔
)
(
2
N
N
2
4
叫
叶
山
口
一
山
子
呂
田
戸
山
出
会
三
一
ム
目
。
口
(
侵
宵
の
抽
象
的
予
見
司
能
性
、
一
般

抗
」
の
認
識
可
能
性
、
義
務
胤
h
の
期
刊
可
能
性
を
問
題
と
す
る
)
一
P
J
H
A
Z
Y
-
P
戸
〔
)
(
2
2
)
(
)
)
F
2
寸
一
日
寸
戸
山
羽
田
『
?
出
N
Z
出
品
目
ヲ
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配I'l-者責任の再構成 (9) 

E
G
h
h
(人
的
汁
留
と
し
て
の
外
的
汁
包
及
び
内
的
所
自
を
問
題
と
す
る
)
【
)
E
F
2
F
〉
F
E
F
ロ

ω
C
(
2
2
N
)一
F
g
H
山
口
。
(
義

務
及
び
そ
れ
を
基
健
づ
け
る
事
情
の
認
識
可
能
性
、
義
務
履
行
の
期
待
川
町
能
性
を
問
題
と
す
る
)
一
円
。

E

f
凶
(
)
(
叶
ロ
ロ
凶

)
F
H
H羽

小

山

色
(
義
務
の
認
識
可
能
性
と
五
務
違
反
の
日
避
可
能
件
を
問
題
と
す
る
c

但
し
、
実
際
の
意
誕
を
認
め
な
い
)
己
主
目

E
一
戸
山

O
(
守口

三日)一

F
g
F
出
品
目
日
(
義
北
町
版
行
の
期
刊
可
能
性
を
問
題
と
す
る
)
コ
ン
メ
ン
タ

1
ル
か
ら
、
同
(
出
同
I

出
三
[
2
y
p
p
(
)
(
3

。{
)
N
Y

問
団

ω
ω
r
-
一∞

ω
匂
叶
二
斗
(
社
会
ぺ
雨
上
の
義
務
は
被
保
護
利
需
に
、
過
買
は
行
為
話
の
状
川
に
適
ム
い
さ
せ
ら
れ
る
と
す
る
)

山内

F
E
u
-ロ
E

F
ミ
言
語
害
対
H
R
R
J
5
w
p
q号
三
付
与
が
幸
町
、
E
N
Z
n
p
E
H
2
2
F
η
E
2
h
p
ぉ
ロ

E
E与
〉
に

P
H
u
g
)
窓
口
同
恥
行
「
以

「
早
E
Z
T
Z
Z
Eコ
コ
と
し
て
引
用
)
(
義
務
自
体
の
認
識
を
問
題
と
す
る
)
ヨ

P
Z凶作
-
N
2コ
君
子
山
位
。
(
寸
コ
凶

NN)
泣∞
ω
山
手
立
『
(
行

態
の
社
会
的
有
害
性
の
認
識
可
能
性
を
問
担
と
す
る
但
し
、
実
際
上
の
意
義
は
乏
し
い
と
し
、
さ
ら
に
、
不
作
為
不
法
わ
為
等
で
は
凶
別
が

困
難
だ
と
す
る
)
ヂ

PER-=玉
三

-rn三
一
戸
戸
(
)
(
叶
戸
⑦
(
)
凶
)
一
昨
お
同
一
二

σ
何
日
開
叶
(
)
戸
義
務
違
反
の
認
識
可
能
性
と
義
務
履
行
の
期
刊
可
能
引

を
問
也
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
)

(
印
)
〈
回
E
一
戸
口
(
)
(
【
リ
ロ
日
恥
(
)
)
一
お
H

叶日日

(
m
M
)

〈
ヱ
号

p
w
p
O
(
寸
コ
凶
A
Q
)

一
日
一
斗
口

(削
)
A
r
d
-
r
白
川
口
一
戸
山
(
)
(
同
JHNh肝())一回目()叫日

(
削
)
〈
口
問
民
戸

O
(
寸コ

NAg-
凶
]
叶
叶
弐

(
悶
)
巴
め
に
立
の
}
Y
ω

ロ
(
)
(
可
戸
会
(
]
(
]
)
同

N
u
d戸
日
目
印
∞
〈
E

E
戸
内
『
巳
め
に
立
己
て
〉
F
月
日
f

白
山
(
)
(
日
リ
ロ
⑦
O
K
Y

同rn

目
。
「
山

H
K
⑦

Fm)
口
p
d
d
z
r
勺
戸
凶
戸
(
)
(
寸
戸
⑦
(
)
(
)
)
同
N

M

お
日
出
凶
品
。

(
向
山
)
戸
)
空
缶
百
}
】
匂

mw

戸

C

(

『
ロ
岱
C
C
)

同
N

U

∞P
印

N
ロ
C

(
似
)
口
戸
匹
以
内
一
y
m
出
戸
(
)
(
司
口
会
(
)
日
)
同

NNAψ
「
お

HNAψ

(
防
)
前
註
M
t
g
M
o
こ
れ
ら
の
ザ
以
の
う
ち
一
、
「
義
務
違
反
の
凶
避
可
能
性
一
を
問
題
と
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
が
す
九
五

zdJ2-U「
戸
位
。

(
己
ピ
(
)
)
山
口
印
)
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
例
を
見
る
と
へ
速
度
計
の
此
附
に
よ
り
ハ
動
車
運
転
省
が
制
以
辿
度
違
反
を

犯
す
地
合
。
こ
の
例
は
例
え
ば

r
-
2
F
P
=包
「
主
戸
位
。
(
寸

=
N
N
N
)
1
3
=
出〔}凶

ω
叶
コ
で
は
義
務
履
行
の
期
待
川
町
能
性
の
問
題
と
し
て

持
ち
山
さ
れ
て
い
る
て
こ
の
白
は
義
務
違
以
の
訟
誠
司
能
性
か
義
務
版
れ
の
閉
待
可
能
性
の
い
ず
れ
か
に
僻
泊
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
、
つ
{
}

戸川山)時
J

説
に
お
い
て
ふ
務
履
行
の
則
待
可
能
刊
の
問
題
と
さ
れ
る
事
例
(
例
え
ば
、
リ
ブ
}
事
業
者
が
ゲ
レ
ン
デ
上
の
1
1
引
の
防
護
措
置
を
行
う
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日見
4 

H附

義
務
を
知
ら
ず
、
ス
キ
ヤ
が
防
護
措
置
の
な
い
主
引
に
衝
突
し
て
員
悔
し
た
場
合
や
違
法
駐
車
の
車
両
に
よ
り
時
停
止
削
除
識
が
隠
さ
れ

て
い
た
た
め
に
向
動
半
運
転
計
が
一
時
停
川
義
務
違
反
を
犯
し
た
地
ん
門
)
も
、
そ
の
太
郎
分
は
義
務
の
認
識
可
能
作
の
問
題
に
解
消
さ
れ
得
る

も
の
と
見
ら
れ
る
(
上
記
の
事
誕
は
、
巴
2
3
の
『
占
白
山
C
(
T
H
口
町
(
〕
N
)
同
N
N
戸
一
山
H
N
G
や
「
民
E
N
一
戸
山
C
(
司
ロ
品
(
〕
印
y
m
N
C
司
一
山
N
U
C

で
は
義
務
の
認
識
可
能
性
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
)
。
そ
れ
故
、
実
際
に
前
半
引
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

例
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
(
例
え
ば
、
撒
布
五
務
P
Z
E
E
-
η
王
を
負
う
者
が
急
病
に
よ
り
そ
の
流
務
を
版
わ
し
得
な
か
っ
た
場
合
)
と
な
ろ

う
っ
但
し
、
私
見
で
は
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
監
仔
者
責
任
に
つ
い
て
は
、
こ
の
兵
務
回
収
行
の
則
待
可
能
円
、
と
い
う
要
素
が
重
県
な
役
割
を
来

すり

(
町
)
本
稿
で
は
、
ド
イ
チ
ュ
の
見
解
に
な
ら
い
、
具
体
的
危
険
を
、
特
ー
'
疋
の
権
利
又
は
法
論
が
危
始
化
き
れ
る
こ
と
、
抽
象
的
危
険
を
特
疋
の
権

利
又
は
法
益
を
山
発
点
と
せ
ず
に
何
ら
か
の
法
採
が
危
始
化
さ
れ
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
肘
い
る
こ
と
と
す
る
。
〈
x
-
P
J
M
E
与
一
戸
口
〔
)

(
E
m
c
c
)
一
目
N
N
H
佐
山
工
C
E
の
F
4
E
F
戸
山
C
(
守
口

2D)
的

H
H
品
ド
イ
ツ
の
学
説
も
多
く
は
こ
の
よ
う
な
立
味
ご
両
者
の
概
念
を
矧

い
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
じ
も
っ
と
も
、
こ
の
貝
体
的
危
険
、
抽
象
的
危
険
と
い
う
概
念
の
意
味
の
不
明
確
さ
を
指
摘
す
る
見
解
も
見
ら
れ

る
∞
E
E
玉
軍
司
一
-
主
雪
4
2
戸
O
(
T
=
E
〕
日
)
一
ん
N
一
二
C
一
h
Z
コ
N
¥
円
九
吉
E
E
戸
ω
0
2
コ
日
ω
ω
)
明
記
凶
己
-
戸
山
-
己
記
カ
ナ
l
リ
ス
は
、

具
体
的
危
険
を
、
そ
れ
を
回
遊
す
る
こ
と
が
日
G
R
二
七
六
条
の
志
昧
で
の
社
会

q
活
に
お
い
て
必
要
な
正
志
の
命
令
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
理

判
的
で
誠
実
な
法
仲
間
(
P
F
t
g
苦
コ
主
主
)
が
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
き
に
は
向
発
的
に
防
止
す
る
で
あ
ろ
、っ
危
険
、
抽
象
的
危
険
を
、

ま
だ
B
G
E
一
七
ハ
条
の
凡
皮
に
従
っ
て
川
止
さ
れ
る
べ
き
危
険
の
前
段
階
に
あ
る
危
険
で
あ
る
と
す
る
ご
ド
イ
チ
ユ
の
見
解
と
の
具
体
的
な

相
違
は
、
カ
ナ
1
リ
ス
の
見
解
に
従
え
ば
権
利
止
は
法
益
が
羽
実
に
脅
か
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
も
具
体
的
危
険
を
布
り
得
る
と
い
、
つ
点
に
存

存
し
よ
う

J

(似

)
4
r
i
-
〈
回
E
一
戸
口
(
)
(
同
リ
ロ
日
比
三
一
お
H
念
日

(
悶
)
/
~
~
四
一
次
c
=
-
2
弘
二
三
一
足
-
Jイ
-
F
5
2
三
一
一
の
プ
才
=
2
】
ヨ
出
与
c
ヨ
キ
2
E
2
〈
ミ
コ
与
ぬ
ま
=
J
E
ニ
円
T
5
一
高
「
2
m
w
-
2
3
ぬ
)
』
F
3
2吾
守
色
町
、
同
府
守

R
E
と

=
い
ゆ
や
(
日
R
N
尽
き
豆
、
弓
喝
(
『
(
い
回
一
r
{
O
F
門
戸
《
)
寸
∞
)
目
立
大
)
一
t

閉
山
内
一
戸
川
戸
(
)
(
司
ロ
N
h肝

(
)
)
M
H
α
(
)
口
口
の
己
主
の
y
m
w
ω
(
)
(
同
リ
ロ
ホ
山
{
}
(
)
)
回
収
N
H
m
M

二
}
『
)
z
z
n
r
¥
〉

Y
Z
コ
切
れ
戸
山
O
(
寸
口
町
(
)
息
子
百
N
N
m
-
印
}
凶
出
コ
ン
メ
シ
タ
l
ル
か
ら
、
『
ゴ
ヨ
吉
山
η
7
-雪
Z
=
=
白
戸
O
(
寸
コ
m
-
3
)
以
内

WNU

同
r
m
民
戸
一
戸
印
N
4
7
P
H
1
F
の
ロ
切
に
H
J
h
品
ロ
h
P
R
S
Rマ
〉
1C3HSR
三
2
N
H
R
吉
田
文
司
、
荷
主
よ
H
h
h
d
n
s
c
E
E
N
-
-
ミ
止
、
回
巳
い
(
円
回
目
の
η
T
ω

〉

=
~
-
H
中
出
叶
)
叩
∞
N
日
間
r
n

恥
い
h
p
(
以
下
一
r
~
【
戸
ゴ
ズ
ケ
¥
同
(
)
百
三
】
y
p
戸
2
E
と
し
て
引
用
)
号
-
E
-
戸
戸
〔
)
(
『
口
出
3
3
)
出
品
(
)
寸
さ
ら
に
、
-
-
E
一
》
三
位
P

(

〕
(
司
ロ
〔
ぜ
(
)
丘
一
切
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配I'l-者責任の再構成 (9) 

2
2
も
、
主
観
的
過
失
説
の

υ一
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
仏
益
侵
胃
の
子
見
司
能
仲
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
と
す
る
つ
な
お
、

r

n

い日』恒

三
2
4
戸
民
〔
)
(
司
ロ
ヨ
ド
)
目
立
叶
二
戸
や
は
こ
の
白
に
つ
い
て
既
に
、
裁
判
例
に
お
け
る
社
会
生
川
L
L

の
義
務
の
取
扱
い
と
H
G
B
八
一

一
条
一
項
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
c

(
側
)
〈
回
E
一
戸
口
(
)
(
円
リ
ロ
日
恥
(
)
)
一
お
念
日

(阻)/~~四一
4

ヱ
m
q
m
w
p
O
(
寸
コ
凶
A

Q

)

一
目
二
一

(
凶
)
イ
回
巴
九
一
戸
山
(
)
(
同
リ
ロ
N
h
肝
(
)
)
一
日
H合
(
)

(
M
M
)

〈
ロ
ミ
一
戸
山
O
(
寸
コ
2
3
)
出
]
白
色
E
与
4
c
E
ロ
2
Z
与
戸
戸
O
(
司
コ
由
。
凶
)
『
ん
N
N
叶
戸
山
]

ω

]

但
し
、
必
ず
し
も
、
右
寅
性
関
連
の

短
縮
を
L

円1
疋
す
る
か
否
か
が
牡
ム

z
q活
上
の
表
務
の
体
系
上
の
整
除
と
直
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
例
え
ば
、
尽
日
山
口
r
r
E
E
E
-
ω

戸
〔
)
(
叶
ロ
2
2
2
5
同
N
寸
2
5
一
巳
凶
は
、
「
有
責
性
問
辿
の
短
縮
」
を
肯
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
G
E
八
一
一
一
条
一
頃
に
整
除
し
、

ま
た
、
z
z
ロ
の
守
-
E
白
日
Z
2
5
】
切
戸
山
C
(
3
2恒
)
2
N
U
E
H
叶
ω
は
、
同
様
に
「
有
責
性
関
連
の
短
耐
一
を
H
H
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
芹
わ
ば
B
G
B
八
一
一
条
「
瓜
」
へ
と
世
H

除
す
る
を
の
他
に
、
彼
許
制
の
カ
ナ
1
リ
ス
の
見
解
を
参
出
。

(
制
)
山
内
C
二
4
〉

d
g
E
R
H
h
s
s
w
w
E
之
さ
若
コ
言
。
N
5
3
Z
2
2
竺
さ
む
と
定
な
さ
n
F
F
己

h
T
)
7
一
一
C
プ
コ
-
U
出
∞
)
印

ω=叫

(
凶
)
M
E
-
-
4
M
出
口
(
)
(
日
J
H
会
出
土
日
比
一
九
円

(
悩
)
叩
百
二
守
山
戸
。
(
寸
コ
m
u
-
y
m
N
U

(間

)
m
g
-
「
同
町
出
ず
の
E
N
h
肝
岱
い
中
u
h
d
r
i
-
戸
に
の
F
2
0
=
戸
川
出
(
〕
(
司
ロ
岱
(
)
同
)
一
日
H
U

戸
川
附
)
ド
ミ
バ
ロ
N
戸
戸
(
)
(
『
Z
U
斗
三
位
寸
同
日
ユ
ヲ
出
会
日
お
二
E
T
Z
叶
=
い
山
ぐ
E
E
E
一
日
下
三
バ
ロ
守
口
E
E
コ
タ
ベ
戸
戸
(
〕
(
叶
ロ
い
山
日
凶
)
一
目
、
叶
⑦
閏
H
h
J
斗
戸
一
日

件
(
〕
戸
仏
N
出
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
か
ら
P
E
E
-
弱
。
円
山
岳
民
里
占
ω
戸
O
(
守
口
N
N
N
r
山
∞
N
U
Z
N
印
(
)
円
出
口
同
R
P
E
r
p
ω
戸
O
(
司
口
出
(
)
N
r
山
∞
N
U

同
N
I
ド
]
戸
山
一
お
0
2河
内

-
N
η
ロ
ロ
ロ
円
一
戸
口
(
)
(
司
ロ
日
N
N
7
明
氏
凶
日
間
N
h
r
N
寸
]
戸
一
お
「
E
ド
《
日
戸
ロ
ぬ
の
H
1
国
主
九
つ
同
1
p
m
出
(
)
(
日
り
口
小
(
)
N
y
m
お
い
円
以
国
代
何
戸
戸
(
)
何
一ν
2
5
C

4
c
Z
7
~
-
E
E
5
P
2
0
2
コ
酌
〔
)
ω
)

一
吉
宮
口
出
ム
ロ
日
吋
「
具
体
的
危
険
一
と
「
納
象
的
危
険
一
の
ー
写
現
に
関
す
る
カ
ナ
l
リ
ス
の
見
解
に

従
う
と
、
ド
イ
チ
コ
の
一
百
う
「
具
体
的
危
険
」
を
世
ボ
す
る
見
解
に
比
べ
、
理
論
的
に
は
不
法
行
為
の
成
止
が
よ
り
ム
く
認
め
ら
れ
よ
う
~
)

な
お
、
既
に
ン
ュ
ト
ル
目
前
に
、
-
J
E
Z
2
ゴ
ミ
と
2
P
E
~
5
2
F
N
(
J
J
1
《
戸
芹
司
号
C
2
1
ミ
-
芝
山
口
)
山
山
寸
町
が
、
B
G
B
八
三
玄
米
一
項

に
つ
い
て
一
有
責
性
関
連
の
同
制
」
を
否
ー
注
す
べ
き
旨
を
述
べ
て
い
る

戸
ω
)
C
E
ミ
z
t
h
F
=
E唱
え
E
A
r
-
2
T
T
2
L
F
p
p
t
-
F
N
七
日
勺
E
z
-
-
-
E

0
2
5
吋
冨
¥
ロ
ヱ
-
p
-
2
R
F
2
2
】
(
ケ
ヨ
伺
)
-
1
2
吉
n
P
3
¥
~
¥
宮
守
『
へ
お
三
円
ヘ
ミ
2
N
N
N
ロ
§
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日見
4 

H附

き
(
h
G
r
a
z
E
K
R
Z
P
F
H
Z
U
)
一
日
斗
叶
口
(
B
G
日
八
一
一
今
条
項
の
心
エ
制
化
、
直
長
侵
害
と
間
接
侵
言
及
び
作
為
と
不
作
為
の
問
の

区
別
の
困
難
さ
に
よ
る
ト
グ
マ
テ
イ
y

ン
ユ
な
ん
門
片
的
引
の
欠
如
、
げ
法
者
意
思
と
の
矛
盾
、
H
G
日
八
一
三
条
一
項
の
機
能
と
長
所
を
お
W
J
つ

こ
と
等
を
理
由
と
す
る
)
一
Z
Z
R
E
E
μ
ω
C
(
守
口
g
N
)
占
同
N
H
N
U
N
的
吋
目
。
ヨ
「
巴
E
N
¥
門
戸
E
E
戸
山
C
(
E
N
N
N
)
笥
岱
ヨ

N
F
印

品
(
)
山
富
三
ド
E
F
P
P
(
)
(
叶
口
。
{
)
日
ア
出
N
♂
山
戸
出
品
目
白
コ
ン
メ
ン
タ

1
ル
か
ら
お
E
R
E
売
の
円
山
岳
山
門
2
-
P
ω
(
足
司
M
H
N
N
N
)
や
開
小
山
日
出
回
収
山
日
(
)
一

一ん
口
一
ん
宍
出
同
月
九
吋
弓
=
2
2
0
(
T
=
酌

C
M
)
山
田
ω
ω

一ん
N
-
A
C
印
C
巾
「
民
主
目
勾
c
=
m
w
F
民

民

C
(
ャ
=
凶
凶
日
)
一
四
∞
ω
ω
一
ん
い
品
目
ω
∞
∞
ヨ
山
門
戸
C
己
一
コ
m
m
w
「
ニ
ω
ぬ
ま
白
山

(
)
(
司
口
小
(
)
N
7
叩
∞
N
U
同
N
何
日

な
お
、
ラ

I
レ
ン
ツ
は
、

-
h
Zコ
N
包
位
。
(
司
コ
g
D
)
一
出
Z
3
]
中
日
に
お
い
ど
、
行
態
既
純
遠
以
が
違
法
件
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
共

通
性
に
対
円
L
、
牡
会
牛
情
上
の
手
持
は
B
G
E
八
二
条
一
項
に
整
除
さ
れ
る
と
の
守
場
に
す
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
純
粋
財
産
利
誌
の

一
般
的
保
識
に
じ
は
対
す
る
こ
と
も
あ
り
、
改
説
し
た
よ
う
で
あ
る
υ
A
F
十
何
-
c
-
E
N
戸
口
(
)
(
寸
門
戸
山
叶
出
)
昨
叶
N
H
2
出
合
叶
「

(
側
)
/
一
九
五
ぐ
白
川
戸
山
戸
C
(
E
2
2
一
山
日
出
N
パ
ル
は
例
と
し
て
、
道
路
交
通
当
局
が
あ
る
場
叫
に
信
号
を
ぷ
置
す
る
が
、
そ
の
土
地
に
不

案
内
な
か
引
に
と
っ
一
て
は
無
意
味
に
思
わ
れ
る
場
台
を
挙
げ
る
。
な
お
、
規
範
定
立
者
に
よ
り
責
任
リ
ス
ク
が
恋
意
的
に
拡
張
さ
れ
得
る
と
の
併

定
説
的
論
拠
に
対
し
て
は
、
同
じ
く
否
定
以
に
山
つ
カ
ナ
l
リ
ス
か
ら
も
(
八
一
一
一
条
一
項
に
関
す
る
限
り
で
)
肯
定
説
に
対
す
る
反
論
と
な

ら
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
f
A
〈
主
(
い
巳
E
2
4
ω
p
c
q
E
印
日
。
)
日

u
u

(組
)
t
y
E
ロ
竺
-
Z
η
戸
山
戸
。
(
寸
コ
出
(
)
(
)
)
一
回
N
N
-
P
凶
]
三

(
凶
)
〈
在
「
ミ
E
H
F
D
戸
(
)
(
司
ロ
日
叶
叫
)
一
m
叶
N
H
込
山
5
H
汗
「
己
E
i
n
E
2
5
ω
ω
(
)
(
可
ロ
N
H
K
)
匂
泊
、
引
会
田
戸
山
し
い
N
d
コ
ン
メ
ン
タ
ル
か

戸句、

'k-
日
「
E
A
R
-
】
口
安
門
]
小
山
の
ケ
ロ
ア
『
P
凶
(
)
(
叶
=
凶
同
日
)
位
お
い
山
山
田
N
山
(
)
出
回
(
引
月
間
出
F
つ
「
『
戸
口
町
』
凶
(
)
(
叶
=
♂
(
)
日
)
位
お
い
山
、
一
回
N
品
目
白
山
c
h
J
2内
F
-

r
E
2
μ
ω
C
(
E
N
N
N
7
1岱
N
U
目
N
N
己
目
Z
E
E
理
円
Z
P
ぬ
戸
戸
山
C
(
守
口
g
N
y
m
∞
N
ω
Z
N
何
叶
む
な
お
、
後
十
U

酬
の
カ
ナ
l
リ
ス
の

具
体
例
も
参
出

(
凶
)
山
吉
二
信
戸
0
3
コ
歪
〕
ω
)
叩
]
叫
叫

(川叫)下ωH1CMHN¥(いEEN--u戸川
F

(

)

(

司
ロ
N
N
N
)
一
叩
寸
合
同
叶
出
品

γ

山氏

(
附
)
も
っ
と
も
、
前
註
町
の
カ

7
1
リ
ス
に
よ
る
具
体
的
危
険
と
抽
象
的
危
険
の
た
え
か
ら
は
、
当
該
印
刷
ミ
、
ス
を
現
性
的
な
山
川
版
者
が
認
識
し

て
い
れ
ば
そ
れ
に
従
っ
て
医
按
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
べ
く
い
発
的
に
刀
止
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
こ
こ
で
の
危
険
は
貝
体
的

危
険
に
属
す
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
り
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
特
定
の
法
持
(
生
命
身
体
)
が
引
に
危
払
同
化
さ
れ
て
い
る
と
は
一
百
い
批
い
よ
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配I'l-者責任の再構成 (9) 

う
な
場
合
に
ま
で
一
旦
体
的
危
険
」
を
も
剛
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
ご

戸
川
…
)
本
丈
で
述
べ
た
、
社
会
月
活
L
L

の
義
務
違
以
は
怖
に
有
責
な
権
利
山
宮
山
五
円
で
あ
る
と
い
う
併
定
説
か
ら
白
一
疋
説
に
対
す
る
批
判
の
論
拠
は
、
こ

の
こ
と
を
も
述
べ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、

な
お
、
抽
象
的
危
険
が
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
、
殺
害
干
公
害
の
場
合
に
生
じ
る
よ
う
な
「
未
知
の
危
険
」
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
じ
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
「
木
知
的
危
険
一
が
問
題
と
な
る
場
合
で
も
、
ま
さ
に
行
為
的
の
最
向
度
の
科
学
技
術
を
も
っ
て
し
て
も
そ
の
危
険
を
子
凡

し
得
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
そ
も
そ
も
行
為
者
に
育
め
を
負
わ
せ
得
ず
、
ま
た
、
(
剖
査
時
寸
を
経
て
)
予
見
)
得
る
と
き
に
は
、
有
害
物
質
に
よ

り
特
定
の
法
託
(
ペ
ム
叩
・
身
体
)
が
現
に
危
始
化
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
旦
，
体
的
危
険
の
予
見
川
能
性
が
あ
る
と
一
百
う
こ
と
も
言
え
な
く
は
な

い
で
あ
ろ
う
{
}
わ
が
国
で
、
一
末
知
的
危
険
」
に
つ
い
て
こ
そ
抽
象
的
危
険
の
段
階
で
わ
為
衣
務
を
課
す
恩
義
が
あ
る
と
す
る
潮
見
教
授
も
こ

の
こ
と
を
否
定
す
る
担
旨
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
潮
兄
，
削
掲
「
不
法
行
為
」
(
註
町
)
一
六
一
良
参
照
。

し
か
し
、
竿
者
も
「
具
体
的
危
険
一
と
「
抽
象
的
危
険
一
の
区
別
に
国
五
を
認
め
る
凸
に
つ
い
て
は
、
本
?
え
後
述
参
照
。
装
宇

7
公
害
む
の

「
未
知
の
危
険
」
も
こ
の
「
州
象
的
危
険
」
に
同
し
よ
う

(
間
)
門
戸
=
E
G
戸
山

0

2
コ
む
酌
)
山
口
凶
は
、

B
G
B
八
一
一
条
一
項
の
「
右
責
性
関
辿
の
炉
紙
一
に
存
柱
す
る
八
二
二
条
項
と
の
相
違
を

過
大
詐
伺
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
{
ま
た
、
一
有
責
性
関
連
の
短
縮
」
に
関
す
る
争
い
の

E
哀
が
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
下
と
し
て
、

出
口
苫
牛
-
コ
同
作
吋
コ
包
凶
作
ア
戸
戸
O
(
寸
コ

m
C
N
)
守山∞
ωω

目
い
品
目
寸
司

(
制
)
前
述
館
参
回
。
但
し
、
カ
ナ

l
リ
ス
も
法
益
が
現
実
に
危
殆
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
寺
市
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
)
〈
ぬ
-

F
己〆門戸
N
¥

門
主
員
戸
山
口
戸
(
)
(
叶
ロ

N
N
N
)
ヲ由、叶⑦園

T

出品()日

(削
)

M

M

l
、
本
稿
に
お
い
て
、
特
定
の
権
利
止
は
法
拾
が
現
実
に
危
殆
化
さ
れ
斗
つ
理
性
的
な
れ
為
占
が
認
識
し
て
い
れ
ば
府
発
的
に
そ
れ
を
防

け
す
る
で
あ
ろ
う
ほ
ど
明
白
な
危
険
と
そ
の
前
段
階
に
あ
る
危
険
を
表
わ
す
と
き
に
は
、
ド
イ
チ
ュ
の
ニ
ソ
つ
只
体
的
危
険
及
び
抽
象
的
危
険
と

区
別
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
具
体
的
危
険
一
、
「
抽
象
的
危
険
一
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
{

第
二
款

「
州
象
的
危
険
」
に
つ
い
て
の
責
任
と
有
責
性
原
理
の
調
和
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日見

以
上
に
注
べ
た
よ
う
に
、
問
題
の
本
質
が
、
合
定
説
の
言
、
つ
「
同
種
の
伝
バ
ヱ
口
の

般
的

F
見
可
能
性
」
戎
い
は
白
定
説
の
一
一
日
つ
州
象
的
危

険
の
千
見
可
能
性
が
い
か
な
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
り
一
削
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
拍
象
的
危
険
に
つ
い

4 

H附

て
行
為
者
に
古
(
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
、
ド
イ
ア
不
法
行
為
法
に
お
い
て
岡
持
き
れ
て
い
る
有
責
性
原
理
と
調
和
し
作
る
の
か
百
か
と
い
う

戸川哩

問
題
が
あ
る
c

こ
こ
で
は
、
こ
の
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
件
了
説
の
状
況
に
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
、
つ
c

社
会
生
市
上
の
義
務
と
有
責
性
原
理
と
の
関
係
の
検
討
に
取
り
組
み
、
両
者
の
調
和
を
理
論
的
に
認
め
た
の
は
ケ
ッ
ツ
( 

問。
け
N 

で
あ
っ

た
っ
ケ

Y
7
は
、
裁
判
所
の
安
求
す
る
杯
め
て
両
い
程
度
の
、
同
意
を
怠
る
こ
と
に
つ
い
て
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
わ
し

い
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
は
危
殆
化
責
任
の
帰
責
原
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
ム
日
責
性
原
即
の
玉
片
品
川
で
あ
る
と
す
る
後

述
の
エ

y
サ
ー
の
見
解
に
は
否
定
的
な
態
度
を
と
る
c

す
な
わ
ち
、
有
直
性
原
料
は
客
観
的
過
失
の
採
用
に
よ
り
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
干
均
的
な
引
い
志
深
さ
を
有
す
る
苫
に
対
し
て
も
過
昔
、
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
危
険
防
止
措
聞
が
要
求
さ
れ
る
こ
と

闘

が
あ
る
の
は
裁
判
所
に
よ
る
事
後
的
判
断
の
せ
い
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
危

F

灼
化
責
任
の
以
底
に
あ
る
考
慮
を
裁
判
'
口
が
し
て
は
な

ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
と
し
て
、
有
古
(
性
原
理
と
危
殆
化
責
任
の
帰
責
原
理
の
流
動
性
を
認
め
、
両
者
の
帰
責
の
「
境
界
を

戸川一

則
確
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
一
と
す
る
c

し
か
し
、
他
方
で
、
ケ
ヅ
ツ
は
、
「
川
崎
論
的
に
は
過
失
責
任
と
危
殆
化
責
任
と
の
問
で
則
碓

「陥一

に
区
別
が
な
さ
れ
得
る
」
こ
と
を
認
め
る
れ
こ
の
よ
う
な
ケ
ソ
ツ
の
見
解
は
、
社
会
牛
活
上
の
義
務
違
反
に
恭
つ
く
責
任
に
お
い
て
は
右

一
院
」

が
事
実
卜
問
遮
と
な
り
得
な
い
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限

責
件
(
義
務
の
認
識
可
能
性
と
義
務
追
以
の

M
避
可
能
性
)

り
で
有
責
性
原
理
ー
と
危
殆
化
責
任
の
帰
責
原
理
と
の

「
流
動
性
」
を
承
一
認
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
っ
従
つ
一
て
、

ケ
ッ
ツ
の
い
見
解

は
、
社
会
牛
活
卜
の
義
務
違
反
に
某
づ
く
責
任
と
危
始
化
員
任
の
両
者
の
根
民
に
世
か
れ
て
い
る
考
慮
の
共
通
件
に
台
円
す
る
方
で
、
前

「
山
川

高
の
責
任
が
有
責
件
原
理
の
枠
組
み
の
巾
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
と
↓
一
円
え
よ
う

F

こ
の
よ
う
に
社
会
生
活
上
の
表
務
違
反
に
基
つ
く
責
併
が
ム
引
責
性
原
理
の
枠
組
み
に
伏
置
引
け
ら
れ
る
こ
と
を

(
理
論
的
に
)
認
め
る
兄

ItiJと57(4・194)1726



解
に
対

L

(
目
白
常
「
)

で
あ
る
の
彼
は
、
社
会
生
活
卜
の
義
務
が
問
題
と
な
る

同
苫
の
矛
盾
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
た
の
は
エ
ッ
サ
l

場
合
に
見
ら
れ
る
、
「
我
々
の
蝋
害
賠
償
法
の
こ
の
倫
理
的
基
幣
の
あ
ら
ゆ
る
公
の
示
誌
に
も
か
か
わ
ら
ず
可
能
的
社
会
的
リ
ス
ク
の
全
て

を
法
律
に
反
す
る
危
殆
化
構
成
要
件
と
し
て
我
々
の
小
法
行
為
法
に
詰
め
込
む
実
務
の
必
然
的
結
果
」
で
あ
る
「
有
声
、
性
原
即
と
そ
の
尺
度

一
郎
)

の
重
出
一
を
指
摘
し
、
実
務
が
ム
竹
責
件
非
難
を
予
見
叶
能
性
に
係
ら
し
め
な
い
点
を
「
真
正
の

2
一
三
原
理
か
ら
の
転
向
一
と
呼
ん
だ
。
最

近
で
は
と
く
に
カ
ナ

l
リ
ス
が
、
々
什
種
の
社
会
生
活
上
の
義
務
に
適
川
さ
れ
る
某
準
に
対
す
る
要
請
を
誇
張
す
る
こ
と
は
「
過
責
要
件
の
宅

洞
化
」
、
現
行
法
と
調
和
し
り
な
い
危
殆
化
責
任
の
構
成
要
件
の
導
入
に
主
る
と
し
て
、
下
見
町
能
で
あ
る
こ
と
以
上
の
こ
と
を
行
為
者
に

一一M
」

要
求
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
ム
日
直
性
原
即
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
つ

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
社
会
生
活
上
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
青
ハ
任
の
実
務
に
お
い
て

F
見
可
能
性
が
顧
慮
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と

を
批
判
す
る
見
解
も
、
過
古
(
の
擬
制
に
よ
る
リ
ス
ク
の
帰
責
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
が
除
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
限
り
過
責

(剛一

に
つ
い
て
の
責
伴
と
解
き
れ
判
る
と
し
て
お
り
、
社
会
牛
活
卜
の
義
務
に
よ
る
責
併
の
拡
張
そ
れ
自
体
に
反
け
す
る
も
の
で
は
な
く
、
称

一剛一

め
て
厳
格
な
接
請
が
な
お
有
責
性
原
理
と
調
和
し
得
る
事
案
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
社
会
生
活
上
の
義
務
に
よ
る
青
H

任

配I'l-者責任の再構成 (9) 

の
拡
張
、
或
い
は
、
厳
格
な
要
前
が
ど
の
限
度
ま
で
引
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
者
も
、
例
え
は
製
造
物
責
任
を
念
頭
に
匡
き
、

へ州」

公
衆
に
と
っ
て
の
危
険
が
大
き
い
と
き
に
は
学
聞
の
最
新
の
知
識
を
草
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
或
い
は
、
既
に
前
款
で
見
た
医

学
専
門
書
の
印
刷
ミ
ス
の
事
案
に
お
い
て
問
題
と
な
る
日
勤
が
極
端
な
危
険
の
潜
存
院
を
示
す
と
き
に
は
「
極
度
の
緊
張
」
が
必
要
で
あ
る

一
品
-

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ま
き
に
、
理
性
的
な
行
為
者
が
認
識
し
て
い
れ
ば
向
発
的
に
そ
れ
を
防
止
す
る
ほ
ど
危
険
、
が
明
門
で
あ

る
と
は
一
百
い
難
い
場
合
、
成
い
は
、
日
パ
体
的
な
法
益
が
危
殆
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
「
抽
象
的
危
険
一
が
問
題
と
な

る
場
人
ー
で
あ
る
と
言
え
よ
う
【
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
有
責
件
原
理
と
の
矛
盾
を
懸
念
す
る
論
者
も
、
少
な
く
と
も
極
め
て
高
い
危
険
が
潜
在

す
る
と
き
に
は
、
実
質
的
に
、
「
抽
象
的
危
険
」

の
防
叶
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
行
為
者
に
責
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
見

北法57(4-19;))1727



日見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
r

以
上
の
よ
、
つ
な
ケ

y
ツ
や
エ

y
サ

l
、
カ
ナ

l
リ
ス
の
凡
解
は
、
社
会
牛
活
卜
の
義
務
及
び
そ
こ
に
内
在
す
る
危
治
化
責
任
の
帰
賛
同
地
用

4 

H附

と
有
責
性
原
即
の
矛
盾
と
調
和
と
い
う
、
二
μ
わ
ば
両
者
を
対
!
止
き
せ
た
机
点
か
ら
そ
の
関
係
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
、

両
者
が
「
つ
の
有
機
的
統
一
休

へ
と
融
合
す
る
と
い
う
悦
凸
'
か
ら
向
者
の
閥
係
を
捉
え
た
の
が

7
4
ン
・
パ
ー
ル
で
あ
る
。

パ
ル
は
、
社
会
生
活
上
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
粁
と
危
殆
化
責
任
が
同
一
の
精
神
史
的
背
景
の
下
に
成
立
し
た
と
し
、
そ
の
背
【止
を

r
m
恥

一

体

一

特
別
に
危
険
な
状
況
の
前
選
択
戸
】
可
営
化

r
E
E
)
、
公
法
上
の
危
険
の
許
一
行
か
ら
独
立
し
た
不
法
判
断
、

一

郎

-

(

耐

」

過
度
の
行
動
自
由
の
制
約
、
責
任
集
巾
に
よ
る
責
任
限
，
ぶ
等
に
求
め
る
つ

一
般
的
安
全
性
の
重
視
と
個
人
の

そ
し
て
、
特
別
法
に
よ
る
保
証
義
務
の
領
域
に
匹
敵
す
る
牛
活
領
域
で
の
保
祉
義

F

お
の
形
成
が
引
さ
れ
る
か
育
か
と
い
う
問
題
を
立
て
、

そ
の
検
討
の
中
で
、
通
常
の
事
案
で
は
過
責
が
帰
責
根
拠
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
特
別
な
危
険
の
制
御
が
問
題
と
な
る
と
き
、
「
過
失
と
危
殆

化
の
阿
の
境
界
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
流
動
的
で
あ
り
」
、
両
者
が
重
な
り
合
う
訟
域
で
は
「
理
論
的
な
境
界
線
を
見
向
す
こ
と
が
で
き
な
い
」

(

山

町

一

一

随

一

刷

一

と
し
、
客
観
的
過
失
械
念
(
と
く
に
危
険
増
加
即
諭
と
そ
れ
に
山
米
す
る
保
証
の
要
素
)
、
そ
こ
で

R
的
と
さ
れ
て
い
る
損
常
除
去
等
の
巾

に
危
殆
化
責
任
の
巴
考
を
見
出
す
c

結
論
と
し
て
パ

l
ル
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
c

「
発
達
し
た
責
任
法
に
お
い
て
は
過
失
責
任
と
危

治
化
責
任
の
分
離
に
は
成
功
し
仰
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
υ

両
者
の
現
象
は
、

R
G
B
の
不
法
行
為
法
に
お
い
て
一
員
し
て
構
想
さ
れ

た
危
険
増
加
問
叫
ん
踊
に
某
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
と
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
れ
責
任
法
の
立
昧
で
の
催
し
の
川

象
的
危
険
の
大
き
さ
に
よ
り
帰
責
恨
拠
ー
と
し
て
の
過
責
は
後
退
す
る
。
。
。
戎
々
の
責
任
体
系
は
統
一
的
責
任
体
系
で
あ
る
っ
そ
の
械
に
は

過
責
と
危
殆
化
が
あ
る
じ
両
者
の
問
の
移
行
は
流
動
的
で
あ
る
c
過
失
責
任
の
体
系
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
段
阿
付
け
が
行
わ
れ
る
仁

従
っ
て
、
社
会
牛
川
上
の
義
務
を
用
い
て
体
系
と
調
和
的
に
保
証
義
務
を
立
て
る
こ
と
は
則
能
で
あ
」
り
、
「
危
消
化
青
一
仔
と
比
較
し
て
保

社
義
務
に
残
っ
て
い
る
唯
一
の
相
違
は
、
責
任
無
能
力
者
は
社
会
生
日
前
上
の
義
務
違
反
を
理
山
と
し
て
・
前
ぶ
さ
れ
待
な
い
と
い
う
こ
と

ItiJと57(4・196)172月



に
存
有
す
る
L
r

以
上
の
パ
ー
ル
の
見
解
は
、
社
会
生
活
上
の
義
務
を
有
責
性
同
地
川
内
の
枠
組
み
の
中
に
(
単
に
理
論
的
に
で
あ
る
と
し
て
も
)
伏
間
引
け
る

日〕

そ
の
他
の
け
見
解
と
は
異
な
り
、
有
青
円
性
原
即
と
危
帰
化
責
任
の
帰
責
原
刑
判
を
二
μ
わ
ば
止
揚
し
た
帰
膏
(
原
即
の
探
求
に
取
組
む
も
の
で
あ
り

(
そ
の
基
仮
に
問
か
れ
て
い
る
の
が
危
険
地
加
理
論
で
あ
る
)
、
社
会
ヰ
活
上
の
義
務
が
有
責
性
原
瓜
の
枠
細
み
の
巾
に
併
置
付
け
ら
れ
る

パ
ー
ル
も
、
社
会
牛
活
卜
の
義
務
が
一
般
的
に
過
責
な
き
桜
中
日
帰
責
に
至
る
こ
と
を
承
認

(
間
)

す
る
も
の
で
は
な
く
、
保
証
義
務
は
、
特
別
な
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
令
に
例
外
的
に
与
市
に
値
す
る
と
述
べ
、
「
抽
象
的
危

険
」
に
つ
い
て
青
ハ
伴
を
負
わ
せ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
直
ち
に
「
辺
責
な
き
損
芹
帰
責
」
に
百
十
る
と
は
見
て
い
な
い
よ
、
つ
で
あ
り
、
「
有
責
性

戸町

の
中
に
有
責
性
原
料
と
危
殆
化
責
任
の
帰
寅
原
理
の
交
錯
を
見
向
す
だ
け
で
あ
る
c

か
ph
口
か
を
重
視
す
る
も
の
で
は
な
い
〔
し
か
し
、

関
連
の
奴
縮

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
有
責
件
原
理
と
社
会
生
活
上
の
義
務
と
の
衝
突
を
懸
念
す
る
八
一
虫
色
も
、
予
見
同
能
性
の
対
象
を
「
州
象
的
危
険
」

を
含
み
得
る
ほ
ど
に
以
く
捉
え
て
お
り
、
ま
た
、
有
責
性
原
理
と
危
的
化
責
任
の
帰
責
原
料
と
の
止
揚
を
い
同
指
す
論
者
も
、
「
州
象
的
危
険
」

に
つ
い
て
責
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
有
責
除
原
理
と
の
よ
r
Hを
積
極
的
に
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
川

山
本
的
危
険
一

に
つ
い
て
の
責
任
は
、
も
は
や
「
具
体
的
危
険
一
を
前
提
と
し
た
山
典
的
な
有
責
性
原
理
の
卜
に
あ
る
と
は
一
百
え
ず
、
そ
の
限

配I'l-者責任の再構成 (9) 

り
で
は
社
会
生
活
上
の
義
務
に
つ
い
て
の
責
任
と
有
責
性
原
理
と
の
衝
突
を
府
山
念
し
、
或
い
は
、
有
責
件
原
理
と
危
治
化
責
任
の
帰
責
原
即

と
の
リ
旧
拘
を
円
指
す
論
者
の
見
解
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
-
し
か
し
、
社
会
牛
活
卜
の
義
務
の
訟
域
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
不
法
行
為
に
お
い
て
有

戸
川
-

責
性
が
責
任
制
恨
の
役
割
を
果
さ
な
い
と
一
門
え
る
か
は
疑
わ
し
く
、
ま
た
、
有
責
性
が
責
任
負
相
と
直
結
し
な
い
義
務
の
表
明
を
裁
判
所

戸前」

に
叫
能
に
し
て
い
る
限
り
で
、
有
青
r

牲
に
な
お
独
自
の
意
義
を
認
め
る
見
解
が
見
ら
れ
る
じ
そ
の
限
り
で
ム
竹
京
件
原
理
は
維
持
さ
れ
て
い

る
と
二
口
え
よ
う
c

以
卜
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
総
じ
て
、
「
抽
象
的
危
険
」
に
つ
い
て
の
責
任
を
、
危
治
化
育
ハ
仔
と
の
接
近
を
玄

識
し
な
が
ら
も
、
拡
張
さ
れ
た
有
責
性
原
理
の
枠
組
み
の
巾
に
位
置
付
け
得
る
と
拠
え
て
い
る
と
一
戸
、
つ
こ
と
が
で
き
よ
う
υ

北法57(4-197)1729



日見
4 

H附

(
刷
)
引
会
生
日
上
の
兵
務
と
右
貫
性
原
抑
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
工

y
サ
、
フ
ォ
ン
・
パ

l
ル
、
ケ
ソ
ツ
、
メ
ル
テ
ン
ス
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

潮
見
・
前
掲
「
伺
賞
構
造
」
(
=
札
口
)
一
一
一

O
R以
下
に
既
に
紺
介
が
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
厳
密
な
与
祭
に
は
、
有
責
性
原
珂
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
検
討
が
必
民
で
あ
ろ
う
c

し
か
し
、
そ
れ
は
こ

の
論
文
の
純
凶
と
筆
告
の
能
力
を
越
え
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
じ

(阻
)

7

0
立

民

民

0

3
コ
凶
凶
凶
)
Z
N
2
7
m

一
己
日
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
制
見
・
前
掲
「
帰
直
構
造
一
(
止
日
)
一
一
一
頁
参
照
。

(
問
)
同
O
C
M出
口
(
)
(
日
J
H
N
N
N
)

同N

叫念品一日

H
(
)斗

(
悩
)
問
。
吉
守
山
戸

O
(
寸
コ
凶
凶
凶
)
一
一
N

N

N

。
-
凶
]
(
)
叶

(
阿
川
)
前
述
制
的
ケ
ッ

y
の
見
解
を
参
照

f

戸
一
切
)
同
様
に
、
(
社
会
ぺ
山
市
上
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
と
危
殆
化
責
任
の
両
者
の
帰
京
以
到
の
類
似
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
)
社
会
ぺ
活
上

の
義
務
違
反
に
基
つ
く
責
停
を
有
責
性
原
珂
の
枠
組
み
の
中
に
位
世
付
け
る
見
解
と
し
て
、
昨
日

E
P
E
E
E百
戸
山
C
(
E
m
H
G
)匂
四
∞

N
U

同N

託児出「戸己己ドロぬめ円]同居刊の同
1

p

岱
(
)
(
司
ロ
♂
(
)
N
y
m
お
同
日
間
N

何叶
H

引
し
、
前
述
の
よ
う
に
ケ

y
y
は
危
始
化
責
仔
の
侃
責
原
理
と
有
昔
、
判
原
理
の
同
別
に
実
質
的
意
義
を
認
め
ず
、
そ
れ
故
、
ケ

y
y
白
身
が
、

也
会
一
川
活
卜
の
義
務
達
比
に
某
づ
く
寅
伴
が
有
責
件
原
理
の
枠
組
み
に
佐
世
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
重
伺
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
一
凶
、
つ

ま
で
も
な
い
、
ケ
ソ
ツ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
理
肝
に
つ
い
て
は
、
増
岡
栄
作
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
事
責
仔
体
系
の
展
開
(
ご

l
(
三
・

3
」
『立
命
館
法
学
』
一
一
七
号
一
心
七

C
H
・
二
二
九
号
九
七
良
・
一
川
口
号
凶

o
i頁
(
平
成
七
年
平
成
八
年
)
、
と
く
に
一
一
一
七
号

一
口
九
四
頁
以
下
も
参
照
。

(
蹴
)
民
2
2
1
H
)
5
N
巧
2

4

Z
円
五
百
』
け
戸
口
認
可
作
ω
Z
丘
召
宮
内
-

E

2耳
切
ョ
占
」

N
H
m
Z
ω

占

H
N
U

(
阿
川
)
守
山
口
門
口
∞
(
)
(
司
ロ
ヨ
さ
や
お
二
日
こ
の
よ
う
な
主
張
の
基
礎
に
あ
る
ヱ
ソ
サ
!
の
侃
昔
、
原
理
論
に
つ
い
て
は
、
浦
川
辺
よ
郎
「
ド
イ

ツ
に
お
け
る
危
険
責
任
の
発
反
(
二

1

2
一
・
完
)
一

『民
商
』

t
O巻
三
号
阿
五
八
頁
・
七
心
巻
阿
号
ハ

C
一
頁
・
ヒ
つ
を
立
り
ヒ
七
三
民

(
昭
和
四
九
年
)
、
と
く
に
七
心
巻
四
号
ハ

O
一
良
以
卜
、
及
び
、
培
田
・
削
掲
論
文
(
註
悶
)
一
一
今
じ
号
一
口
八
心
頁
以
下
会
一
回
)

(
問
削
)
日
出
足
コ
N
¥
円

E
E
E
戸
位
。
(
寸
コ
日
日
日
)
官
叶
♂
司
叶
凶

-
N

叶
コ
同
様
に
、
社
会
川
活
上
の
え
務
を
介
し
て
危
始
化
責
任
の
再
入
に
以
る
こ
と

に
じ
は
刈
す
る
も
の
と
し
て
、

z
q百ロ
ω
ロ
ω
C
(
司
ロ
い
中
中
)
一
出
品
(
]
品
h
h

戸
川
山
)
問
主
ミ
一

F
E
E之
、
吉
一
ロ
与
口
(
門
司
/
吉
ニ
ハ
メ
ム
ロ
一
》
ミ
ミ
一
》
〉
ニ
「

f
s戸
)
即
日
c
m
H
出
戸
山
社
会
ぺ
治
上
の
義
務
に
関
す
る
ヱ
ツ
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配I'l-者責任の再構成 (9) 

サ
の
見
解
に
つ
い
て
同
様
の
評
価
を
す
る
も
の
と
し
て
、
増
田
・
前
担
論
士
(
註
航
)
一
一
今
七
号
一
五
一
頁
述
ロ
参
照
っ

人
的
特
賞
と
配
分
的
正
義
と
い
う
柑
容
れ
難
い
安
請
の
衝
突
を
遊
け
る
べ
く
「
複
線
性
」
論
を
唱
え
た
工

y
サ
ー
が
必
ず
し
も
「
具
体
的
危

険
一
を
安
ぶ
し
て
い
な
か
っ
た
と
兄
ら
れ
る
白
が
注
円
さ
れ
る
c

(削
)
F
M
R
O
M
H
N
¥
円
E
E
2
M
p
m
w
(
)
(
司
ロ
凶
凶
凶
ア
叩
J
1

会
巳
プ
出
品
い
山
、
コ

(
阻
)
一

zm空
民
民
O
(
T
n
コ
品
目
叩
)
一
三
(
)
∞
司
-
印

Aω-

(
問
)
「
ω
H
1
0
H
E
¥
円山口
mw
門
戸
切
戸
山
(
)
(
司
ロ

N
N
N
)
一
明
寸
合
同
叶
日
仏
叫
民

(
蹴
)
〈
口
問
民
戸

O
(
寸コ

N
A
O
)

凶

-c
三
社
公
生
前
上
の
え
務
が
当
初
問
山
唱
と
さ
れ
た
不
作
為
不
法
行
為
で
は
、
作
為
ギ
法
れ
為
と
異
な
り
、

か
ヤ
て
の
不
作
為
が
法
的
一
許
怖
の
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
、
危
殆
化
責
任
の
場
合
と
同
様
に
、
ー
'
疋
の
危
険
な
状
似
で
の
一
牡
会
的
核
触
」
が

あ
る
場
合
に
初
め
て
そ
の
い
刈
象
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
意
味
で
い
刈
象
と
な
る
行
態
が
干
め
選
伏
さ
れ
て
い
る
と
い
う
草
昧
で
あ
る
。

(
m剛
)

d

E

町
民
一
戸
山

C
(
町口

N
h
肝())一回目
C
町民

(
M
m
)

〈
回
E
一
戸
口
(
)
(
【
リ
ロ
日
恥
(
)
)
一
お
H

(

)

乏

(
郎
)
〈
ヱ
号

p
w
p
O
(
寸
コ
凶
A
Q
)

一
日
一
(
)
宮

(
附
)
イ
白
戸
町
一
戸
山
(
)
(
円
リ
ロ

N
h
肝())一日
H
U
(
)

日

(蹴
)
t
y
E
4

口
問
民
戸

O
(
司コ

N
A
g
-

凶
二
ω
弐
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
文
で
彼
述
す
る
、

(
問
)
危
険
と
衣
務
の
結
九
日
が
最
終
的
に
保
訓
義
務
に
μ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
五
-
〈
田
山
門

ω

m

C

(

司
ロ
立
(
)
)
山
口
仏
門

戸
川
)
〈
ロ
ミ
ロ
戸
(
)
(
叶
口
同
士
)
)
羽
目
出
合
「
『

(
m
)
d
E
m
F
m
戸山

C
(
町口

N
h
肝())一回日仏
ω
『

(
問
)
同
機
に
有
責
性
原
理
と
危
列
化
責
任
の
帰
有
原
周
の
け
ぬ
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、

po--や
岱

β
(
)
(
2
2日
)
占
出
広
口

(m)
〈
エ
Rq
戸
山

G
(
T
=
2
D
)
山
一
二
具
体
例
と
し
て
危
険
な
技
術
的
評
貝
、
製
造
物
責
仔
、
隣
棄
物
処
理
、
柿
助
者
責
れ
が
問
題
と
な
る

場
合
を
挙
げ
る
つ
を
の
他
に
、
後
許

m
t
u回。

(
印
)
パ

I
ル
が
、
抽
象
的
危
険
に
つ
い
て
行
為
者
に
責
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
本
節
第
二
款
参
照
。

(防
)
4
r
i
-
r

由
民
一
戸
包
(
)
(
同
J
H
N
h
肝(
)
Y
M
H
h
日()-

戸
川
)
〈
ロ
己
J
E
N
=
吋ロ
2
-
2
-
「ニ正士一
2

ロ
hJSよ
長
-
z
T
ロ
グ
切
に
J
Z
Z
E
吋
ユ
同
つ
口
c
m
E
P
E
F

〔一2
J
J
4
F
L
μ
H
i
m
-
L
Z
《一】「〔
J
Z
J
E

『
づ
ロ
ヨ
=
己
Z
F
H

三
巳
(
ケ
H
i
z
k
y
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ロ
吉
田
言
語
日
H
h
T
3た
ぬ
き
M
3
w
h
n
ど
民
主
主
主
"
に
吉
三
五
三
回
R
E
(山
空
E
ぬ
の
タ

H
C
ま
)
一
日
己
口
は
、
危
険
が
乏
し
い
と
き
に
は
両
度
の
過
責
が

相
害
賠
償
責
任
を
も
た
ら
し
得
る
こ
と
を
認
め
、
過
4
H
に
残
さ
れ
た
山
内
的
注
意
は
有
責
性
思
考
の
「
附
骨
抜
」
の
印
象
を
与
え
る
と
し
な
が
ら
も
、

現
れ
法
が
完
全
に
危
険
制
御
に
つ
い
て
過
責
を
欣
棄
す
る
こ
と
は
で
主
な
い
と
し
て
い
る
c

他
方
、
巴
Z

E
己
戸
¥
帯
型
巴

2
与

O
E
E
己
己
E

一
〕
百
九
吉
晃
子

F
m
z
p
E
Z
m
E
Z
E
U
E
F
P
E
m
E
N
E
-百
匹
「

J
-
N
Eロ
ゃ
日
目
凶
は
、
子
見
可
能
性
が
責
任
を
適
切
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
折
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
指
摘
は

B
G
H

一
九
七
二
汗
一
月
一
六
目
的
山
転
中
・
歩
道
古
川
件
判
決

2
2一N
U
∞
-
巴
と
の
悶
辿

で
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
後
続
損
害
の
帰
古
の
問
題
と
の
閣
辿
で
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
チ
ェ
自
身
、
義
fd
及
び

そ
れ
を
慕
縫
っ
一
け
る
事
情
の
忍
識
可
能
性
を
有
責
特
の
問
題
と
し
て
お
り
(
し
か
も
ケ
ッ
ツ
と
異
な
り
そ
の
実
際
上
の
意
義
を
併
定
し
ご
い
な

い
て
有
寅
性
の
役
割
そ
の
も
の
に
異
議
を
明
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
、
て

丸
山
)
〈

E
Z
2「
行

口

山

戸

川

』

(

)

(

『

づ

ロ

山

3
3
)
一
日
仏
(
)
寸

こ
の
点
に
つ
い
て
ド
イ

y
に
お
い
て
若
々
れ
な
の
が
白
(
U
Z

〈
ミ
ω
Z
H
U
∞

P
E
の
テ
ィ

l
パ
リ
フ
ト
刊
決
で
あ
る
。

原
山
X
は
テ
ィ

1
パ
リ
フ
ト
に
隣
接
す
る
斜
商
を
ス
キ
ー
で
滑
走
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
風
が
吹
い
た
た
め
バ
ラ
ン
ス
を
牛
へ
い
、
リ
フ
ト

支
性
的
土
台
に
尚
尖
し
、
顕
荒
口
骨
折
等
の
亘
傷
を
負
っ
た
。
そ
こ
で

X
は
リ
フ
ト
を
経
営
す
る

Y
に
対
し
、
リ
フ
ト
の
土
台
を
衝
突
緩
衝
材

で
概
い
、
戎
い
は
、
そ
の
他
の
安
全
拍
置
を
講
ヒ
る
社
会
生
活
安
全
義
務
の
達
比
を
理
出
と
し
て
慰
謝
料
を
請
求
し
た
=
一
審
、
即
審
火
に

X

の
請
求
を
棄
却
し
、

X
の
上
告
も
事
前
却
さ
れ
た
、
判
決
理
府
の
中
で

B
G
H
は
以
卜
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
υ

事
故
現
場
の
斜
面
は
一
練
習
用
斜
商
」
と
呼
ば
れ
る
簡
単
な
コ
ス
で
あ
り
、
リ
フ
ト
の
路
線
付
近
も
路
線
の
横
断
等
の
た
め
に
利
刷
き
れ
、

リ
フ
ト
路
線
と
コ

1
ス
の
同
川
は
な
く
、
コ
ー
ス
の
幅
い
っ
ぱ
い
が
利
刑
さ
れ
る
こ
と
は
予
期
さ
れ
得
た
ο

リ
フ
ト
事
業
者
は
、
自
ら
が
展
開

し
た
現
代
的
大
衆
的
ス
キ
ー
で
は
ま
き
に
ス
キ
ー
の
危
険
を
知
ら
な
い
ス
キ
ー
ヤ
ー
も
お
び
主
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ

ら
の
省
が
何
ら
か
の
理
出
で
支
柱
の
側
に
ノ
汀
く
こ
と
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

l
台
は
、
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
衝
突
し
た
と
き
に

は
特
に
危
険
と
な
り
得
る
、
鋭
利
な
角
を
有
す
る
鉄
製
ト
ラ
ス
で
あ
り
、
社
会
止
活
安
九
義
務
者
は
こ
の
よ
う
な
危
険
に
藁
布
同
等
で
ク
ア
ン
ヨ

ン
を
入
れ
る
こ
と
よ
り
対
処
で
き
る
つ
そ
の
よ
う
な
仙
置
は
被
パ
門
に
と
っ
て
期
待
司
能
で
あ
り
、
そ
の
茸
尉
は
リ
フ
ト
収
入
と
不
釣
台
な
も
の

で
は
な
く
、
ま
た
、
リ
フ
ト
運
貰
を
介
し
て
転
嫁
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
広
告
に
よ
っ
て
ス
キ
ー
ヤ
ー
を
挑
発
し
た
の
は
リ
フ
ト
事
業
者
自

身
で
あ
る
こ
と
が
与
慮
き
れ
る
べ
き
で
あ
る

し
か
し
、
「
社
会
川
活
安
ん
義
務
者
に
と
っ
て
、

日見
4 

H附
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社
会
川
活
に
お
い
て
必
要
な
、
正
立
を
尽
し
て
い
れ
ば
義
務
違
反
が
認
識
可
能
で
あ
っ
た
の



で
な
け
れ
ば
な
ら
い
」
と
こ
ろ
、
一
こ
の
よ
う
な
コ
ス
状
況
で
ス
キ
ヤ
ー
を
保
護
す
る
た
め
の
リ
フ
ト
の
土
台
の
保
引
に
つ
い
て
ド
イ

y

の
裁
判
川
の
判
断
は
、
宇
故
の
時
六
で
は
、
下
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
専
門
家
の
山
で
も
リ
フ
ト
の
土
台

の
保
全
は
「
公
衆
に
と
っ
て
人
手
可
能
な
川
行
物
一
の
中
で
は
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
「
こ
の
よ
う
な
ホ
実
状
泌
及
び
法
的
状
凶
で
は
、

Y
が
当
時
、
そ
の
リ
フ
?
の
土
台
を
保
全
す
る
義
務
を
負
ワ
て
い
る
と
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
Y
の
責
め
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

こ
こ
で

B
G
H
は
、
後
に
述
べ
る
、
危
険
の
創
山
、
危
険
の
支
配
可
能
性
、
危
険
か
ら
の
利
様
車
受
、
信
頼
原
珂
と
い
っ
た
公
表
か
ら
朴
会

生
所
上
の
託
務
を
哩
き山川

ν

て
そ
れ
を
官
明
し
な
が
ら
、
他
ん
で
具
体
的
事
案
の
解
決
に
お
い
て
は
、
主
務
の
認
識
司
能
性
の
欠
如
を
即
出
と

し
て
賠
償
迂
務
を
否
定
し
て
い
る
。

第
凶
款

社
会
牛
活
卜
の
義
務
か
ら
見
た
監
廿
義
務

以
上
に
見
た
、
社
会
生
活
卜
の
義
務
に
関
す
る
般
論
か
ら
、

B
G
B
八
一
二
条
一
項
の
耽
督
義
務
の
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
に
お
け
る
位

甲
肉
付
け
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
c

配I'l-者責任の再構成 (9) 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
監
背
義
務
が
社
会
ヰ
活
卜
の
義
務
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
社
会
生
活
上
の
義
務
は
般

に
不
作
為
不
法
行
為
を
含
む
附
長
侵
工
口
で
の
通
法
性
の
問
題
と
し
て
伏
間
引
け
ら
れ
る
コ
そ
こ
で
、
こ
の
社
会
生
活
上
の
義
務
と
有
責
性
の

関
係
が
問
題
ー
と
な
る
が
、
こ
の
有
責
性
に
も
凶
有
の
す
忠
義
、
す
な
わ
ち
行
為
者
の
中
矧
的
態
枚
に
関
す
る
判
附
、
或
い
は
そ
れ
と
共
に
、
社

会
牛
活
卜
の
義
務
よ
り
も
行
為
苫
の
事
情
に
台
円
し
て
類
型
化
さ
れ
た
、
科
伎
の
よ
り
低
い
行
態
義
務
に
闘
す
る
間
断
を
残
そ
う
と
す
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
〈
そ
こ
で
さ
ら
に
、
前
者
の
内
的
注
意
に
閲
す
る
判
附
に
お
い
て
と
く
に
重
安
な
、
義
務
を
某
礎
づ
け
る
事
情
に
つ
い
て
、

ど
の
程
度
の
認
識
叫
能
性
が
安
求
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
こ
の
白
'
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、
抽
象
的
危
険
の
予
見
叫
能
性
で

北法57(4-201)1733



日見

比
る
と
す
る
見
解
と
具
体
的
危
険
の
予
見
可
能
性
を
要
求
す
る
見
解
が
対
有
し
て
い
る
の
し
か
し
、

い
ず
れ
の
見
解
も
実
際
に
は
「
抽
象
的

危
険
」

の
予
見
可
能
性
が
あ
れ
ば
行
為
者
に
責
め
を
負
わ
せ
得
る
と
与
え
て
お
り
、

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
「
川
象
的
危
険
」
に
つ
い
て
の

4 

H附

責
伴
は
、
危
始
化
声
、
任
と
の
首
長
な
類
似
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
有
声
、
性
原
刑
判
と
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
と
一
寸
つ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
社
会
生
活
上
の
義
務
に
関
す
る
解
釈
論
を
監
督
義
務
に
当
て
は
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
吉
う
こ
と
が
で
き
る
c
す
な
わ
ち
、

一
般
的
常
督
義
務
造
反
に
基
づ
く
帰
責
が
、
子
の
加
許
行
為
の
子
見
可
能
性
を
直
接
に
某
縫
っ
け
得
る
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
危

を
す
る
義
務
の
造
反
に
つ
い
て
肢
公
義
務
者
に
ふ
貝
め
を
負
わ
せ
る
も
の

険
を
も
た
ら
き
な
い
よ
う
な
行
動
を
す
る
よ
う
に
救
台
(
し
つ
け
)

一
般
的
監
督
義
務
違
反
に
基
づ
く
帰
青
ハ
と
は
、
監
督
者
古
(
仔
と
い
う
不
作
為
不
法
行
為
に
お
い
て
「
抽
象
的
危

日

険
」
に
つ
き
監
廿
義
務
者
に
対
し
て
戸
れ
わ
れ
る
帰
責
で
あ
り
、
れ
の
窓
味
で
の
一
般
的
監
督
義
務
は
、
ム
刊
責
性
原
埋
に
1
4
脚
す
る
ト
イ
ツ

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と

民
法
八
一
三
条
一
項
の
監
督
義
務
と
し
て
伏
間
引
け
ら
れ
よ
う
υ

一
般
的
歌
官
義
務
造
反
に
基
づ
く
帰
責
が
「
納
象
的
危
険
」
し
か
存
存
し
な
い
段
階
で
そ
の
子
日
比
付
能
性
を
基
縫
と
し
て
行
為

し
か
し
、

者
に
行
態
義
FU
問
を
課
し
、

そ
の
違
反
に
つ
い
て
責
め
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
危
険
を
念
頭
に
お
い
て
「
似
害
を

f
児

す
る
こ
と
が
で
き
且
つ
予
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
行
為
を
行
う
者
は
、
そ
の
行
為
の
粘
果
に
つ
い
て
責
め
を

角
?
っ
」
と
す
る
1
門
典
的
な
有
責
件
原
理
と
の
聞
に
は
、
既
に
述
べ
た
学
説
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
緊
張
関
係
が
生
じ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
こ
で
、
右
の
段
階
で
の
行
態
義
務
違
以
に
つ
い
て
行
為
者
に
責
め
を
負
わ
せ
る
た
め
に
は
、
具
体
的
危
険
の
予
見
可
能
性
に
某
づ
く

行
能
し
義
務
の
違
反
に
つ
い
て
責
め
を
負
わ
せ
る
均
台
に
比
べ
、
特
別
な
根
拠
が
必
要
と
な
ろ
う

f

次
の
第
二
節
で
は
、
こ
の
特
別
な
恨
拠
、

す
な
わ
ち
社
会
牛
活
卜
の
義
務
の
成
I

止

般
的
監
督

義
務
引
退
反
に
つ
い
て
耽
告
義
務
者
が
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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配I'l-者責任の再構成 (9) 

(

間

)

戸

)

の

E
Z
-
Y
同ロ「

5
己
主
主
骨
ω
山
内

E
号
5
月
η
F
Z
E
同

2
E
E日)
円
の
の

E
Z戸
ぬ

E
己
巧

E
E切

の

y
p
h勺
』

戸

山

5
2
5叶
は
、
裁
判
例
測
を
抽
象
的
危

殆
化
規
範
の
例
と
し
て
挙
げ
る
。
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